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序     文 
 

ミャンマー連邦共和国では、ポリオ、ハンセン病、トラコーマといった感染症、少数民族地域・

紛争地帯における地雷等による外傷、低栄養による栄養失調（栄養失調児に割合は 35％）、保健

医療サービスや医薬品・資機材の不足等により、人口の 10％にあたる約 500 万人が障害を抱えて

いるとされます。このような状況に対し、同国政府は、社会福祉省社会福祉局による障害者の特

殊教育、職業訓練・雇用等の社会的サービス、保健省保健局による障害の予防とリハビリテーシ

ョン等保健・医療サービスを提供していますが、サービスの範囲は限られ、質も低く、多くの問

題を抱えています。 

特に医療リハビリテーションについては、サービスの範囲が大都市や管区・州レベルに限られ

ており、医療サービスを受けている障害者人口は障害者全体の 1.8％に限られていると推計され

ています。 

このような状況から、障害者が受けられる基本的な医療サービスの機会の増大、サービス提供

者の技術力の向上、また、CBR に代表される住民を巻き込んだ活動の推進などへの取り組みが急

務となっており、ミャンマー連邦共和国政府からわが国に対し技術協力の要請がなされました。 

同要請を受けてわが国は、同国唯一のリハビリテーション専門病院である国立リハビリテーシ

ョン専門病院を中心に、2008 年 7 月から 5 年間のプロジェクトを開始しました。現在、長期専門

家 2 名が現地で活動中であり、同病院のリハビリテーションサービスの強化に取り組んでいます。 

今般、同プロジェクトの中間レビュー調査を行うことを目的として、調査団を派遣し、ミャン

マー連邦共和国政府及び関係機関との間で、プロジェクトの進捗の確認と今後の方向性に係る協

議を行いました。本報告書は同調査結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開

に活用されることを願うものです。 

ここに、本調査に御協力頂いた内外関係者の方々に深い謝意を表するとともに、引き続き一層

の御支援をお願いする次第です。 

 

平成 23 年 10 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部長 萱島 信子 
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略 語 表 
 

略語 正式名 日本語 

ADL Activities of Daily Living 生活日常動作 

CBR Community-based Rehabilitation 地域に根ざしたリハビリテーション 

CP Cerebral palsy 脳性まひ 

C/P Counterpart カウンターパート 

DAC Development Assistance Committee 開発援助委員会 

DOH Department of Health （保健省）保健局 

HRD Human Resource Development 人材開発 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

MGH Mandalay General Hospital マンダレー総合病院 

MOH Ministry of Health 保健省 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MSW Medical Social Worker 医療ソーシャルワーカー 

NGH Nay Pyi Taw General Hospital ネピドー総合病院 

NRH National Rehabilitation Hospital 国立リハビリテーション病院 

NOGH North Okkalapa General Hospital 北オカラパ総合病院 

ODA Official Development Assistance 政府開発援助 

OR Operational Research オペレーショナルリサーチ 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス

PO Plan of Operation 活動計画表 

P&O Prosthetist/orthotist 義肢装具士 

PWD Person with disabilities 障害を持った人 

QOL Quality of Living 生活の質 

R/D Record of Discussions 実施協議 

SCI Spinal Cord Injury 脊髄損傷 

TOT Training of Trainers 講師養成研修 

YGH Yangon General Hospital ヤンゴン総合病院 

YOH Yangon Orthopedic Hospital ヤンゴン整形外科病院 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ミャンマー連邦共和国 案件名：リハビリテーション強化プロジェクト

分野：障害者支援 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部高等教育・社会保障グ

ループ社会保障課 

協力金額（評価時点）：2 億 8,729 万円

協力期間 R/D 締結： 2008 年 3 月 31 日 

プロジェクト期間： 2008 年 7 月

23 日～2013 年 7 月 22 日 

先方関係機関：保健省 

日本側協力機関：国立身体障害者リハビリテー

ションセンター 

社団法人日本理学療法士協会 

社団法人日本作業療法士協会 

１－１ 協力の背景と概要 

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）においては、ポリオ、ハンセン病、

トラコーマといった感染症、少数民族地域･紛争地帯における地雷等による外傷、低栄養によ

る栄養失調（栄養失調児の割合は 35％）、保健医療サービスや医薬品･資機材の不足等により、

人口の 10％（WHO 推定値）にあたる約 500 万人が障害を抱えているとされている。このよう

な状況に対し同国政府は、社会福祉省社会福祉局による障害者の特殊教育、職業訓練･雇用等

の社会的サービス、保健省保健局による障害の予防とリハビリテーション等保健･医療サービ

スを提供しているが、サービスの範囲は限られ質も低く、多くの課題を抱えている。特に医療

リハビリテーションについては、サービスの範囲が大都市やその近隣に限られており、サービ

スを受けられる障害者は全体の 1.8％に限られると推計されている。 

このような状況から障害者が受けられる基本的な医療リハビリテーションサービスの機会

の増大、サービス提供者の技術力の向上等への取り組みが急務の課題となっており、ミャンマ

ー政府から日本政府に対し技術協力の要請がなされた。 

これに対し、JICA は保健省をカウンターパート機関として、2008 年 7 月から 5 年間の予定

でミャンマー国唯一のリハビリテーション専門病院である国立リハビリテーション病院

（National Rehabilitation Hospital：NRH）を中心に「リハビリテーション強化プロジェクト」を

実施することとし、現在 2 名の長期専門家（チーフアドバイザー、業務調整）が派遣されてい

る。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

＜目標＞ 

全国のリハビリテーションサービスの質が向上する 

 

＜指標＞ 

リハビリテーションサービスを受けるため入院した患者の数 
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(2) プロジェクト目標 

＜目標＞ 

NRH が質の高いリハビリテーションサービスを提供するための体制が強化される 

＜指標＞ 

1．他病院から NRH へリファーされる障害者の数 

2．NRH のリハビリテーションサービスに満足している障害者の数 

3．入院期間 

 

(3) 成果 

＜成果 1＞ 

リハビリテーションサービスに関する NRH の訓練システムが向上する 

＜成果 1 の指標＞ 

1-1．リハビリテーションサービスのための訓練教材の数 

1-2．リハビリテーションサービスの訓練の種類 

1-3．NRH スタッフのリハビリテーションサービスに関する技術と知識が改善される 

1-4．NRH の講師の数 

＜成果 2＞ 

NRH のリハビリテーションサービスの質を改善するための体制が強化される 

＜成果 2 の指標＞ 

2-1．入院時と退院時の患者評価による NRH サービスの改善の明確化 

2-2．退院患者のフォローアップ調査体制 

2-3．脊髄損傷患者の支援体制 

2-4．印刷教材・AV 教材の種類 

2-5．リハビリテーションに関する学術会議の数 

＜成果 3＞ 

NRH と社会福祉省関連施設を含むリハビリテーション関連施設との連携が向上する 

＜成果 3 の指標＞ 

3-1．リハビリテーションサービスに関するセミナー・ワークショップの数 

3-2．NRH と他の施設による共催のリハビリテーションサービスに関する技術会議の数 

3-3．リハビリテーションサービスを提供する病院のスタッフに対する訓練の数 

 

(4) 投入 

＜日本側＞ 

専門家派遣：長期延べ 4 名、短期延べ 8 名（理学療法、リハビリテーション医療、作業療法）

研修員受入れ：16 名 

機材供与：37 万 2,454US ドル 

現地業務費：3,262 万 9,000 円 

＜ミャンマー側＞ 

カウンターパート配置 

プロジェクトオフィス提供（電話・光熱費含む） 
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ローカルコスト：約 2,210US ドル 

２．評価調査団の概要 

調査団 担当分野 氏 名 所 属 

総括 

医療リハビリテーション 

協力企画 

評価分析 

久野研二

江藤文夫

西村愛志

野口純子

JICA 国際協力専門員 

国立障害者リハビリテーションセンター総長 

JICA 人間開発部社会保障課 

財団法人国際開発高等教育機構 

調査期間 2011 年 9 月 29 日～2011 年 10 月 8 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) プロジェクトの成果 

＜成果 1＞ リハビリテーションサービスに関する NRH の訓練システムが向上する 

・ TOT（Training of Trainers）教材「脊髄損傷患者のマネジメント（Management of Person with 

Spinal Cord Injuries for Physiotherapist）」が作成されたほか、脳性まひに関する TOT 教材が

作成された。 

・ 脊損に関する TOT2 回、脳性まひに関する TOT が 1 回開催された。 

・ TOT 参加者の知識が向上した（テスト平均ポイントは、第 1 回脊損 TOT：58.3％→70.7％、

第 2 回脊損 TOT：56.9％→73.9％、第 1 回脳性まひ TOT：51.6％→70.8％）。 

・ 第 1 回脊損 TOT 参加者が、第 2 回脊損 TOT で講師を務め、参加者大半から高い評価を得た。

＜成果 2＞ NRH のリハビリテーションサービスの質を改善するための体制が強化される 

・ オペレーショナルリサーチ（OR）が実施され、退院患者の生活状況が明らかとなった。

ポスト OR ワークショップで 18 の活動計画が査定され、幾つかは既に実施済みである。

・ 「脊損患者の退院時評価」に基づいて患者の退院時評価が実施されている。 

・ 患者教育教材が作成された。患者記録システムが改善された。 

・ 脳卒中、切断、脊損のパンフレットが作成された。 

・ 理学療法士のケーススタディが 15 回実施された。 

＜成果 3＞ NRH と社会福祉省関連施設を含むリハビリテーション関連施設との連携が向上

する 

・ 次のワークショップが開催された―フェノールブロック、義肢、粗大運動機能。第 1 回・

第 2 回リハビリテーションセミナー、帰国研修員報告会（フォーラム）が開催された。 

・ 医学教育会議と第 7 回リハビリテーション会議でプロジェクトメンバーが講義を行った。

・ 第 1 回・第 2 回・第 3 回 NRH リハビリテーションフォーラムが開催された。 

 

(2) プロジェクト目標 

・ NRH の入院患者は、以下のとおり増加した。 

279 名（2008 年）、291 名（2009 年）、341 名（2010 年）

・ NRH のサービスに対する患者満足度は、5 点満点中 4.6 点であった。 

（2010 年 11 月～2011 年 4 月）

・ NRH での患者当たりの平均入院期間は、以下のとおり大きな変化はない。 

49 日（2008 年）、46 日（2009 年）、47 日（2010 年）
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(3) 上位目標 

・ ヤンゴン総合病院（YGH）の入院患者は増加した。 

168 名（2009 年）、200 名（2010 年）、136 名（2011 年 6 月まで）。

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

以下に述べるとおり、プロジェクトの妥当性は高い。 

ミャンマーの保健セクター計画「国家保健計画（2006-2011 年）」で記されている 42 の

優先疾病の 1 つが障害である。この計画は 12 のプログラムを打ち出しており、このうち

の 1 つの「病院ケアプログラム（Hospital Care Program）」のなかに「地域に根ざしたリハ

ビリテーション（Community-Based Rehabilitation：CBR）プロジェクト」がある。このプ

ロジェクトに関する記載として「多くの保健分野の専門職はいまだ、障害関連イシューへ

の適切な認識がなく」、保健分野の人材が十分に訓練されていないことが「病院等の機関

によるサービスの拡大を妨げている」とある。本プロジェクトはこれらの指摘事項に対応

する内容となっている。 

ミャンマーでは障害者人口は 500 万人と推計される。国内の大学では理学療法士が養成

されているが、国内のニーズをすべて満たすには十分でない。 

「ODA データブック 2010」によると、ミャンマーは日本の重要なパートナーである

ASEAN の加盟国であり、ASEAN の繁栄・安定・統合に貢献する国として確立していく観

点からも、ミャンマーに対する援助は意義がある。また、ミャンマーに対する援助は意義

があるとされ、①緊急性が高く、真に人道的な案件、②民主化・経済構造改革に資する人

材育成のための案件、③CLMV 諸国（ASEAN 新規加盟国。CLMV は、それぞれカンボジ

ア、ラオス、ミャンマー及びベトナムの頭文字）もしくは、ASEAN 全体を対象とした案

件については、ミャンマーの政治情勢を注意深く見守りつつ、案件内容を慎重に吟味した

うえで順次実施するとしており、本プロジェクトは①に該当すると判断される。 

 

(2) 有効性 

以下のとおり、特に NRH の人材育成と業務改善を通じて、プロジェクト目標を達成す

る軌道にある。これまでの活動やプロジェクト運営が継続することで、高い有効性が期待

できる。 

プロジェクト目標の達成に向けてプロジェクトは順調に進捗している。特に、現行 PDM

の指標のうち、プロジェクト目標である「NRH の質の高いリハビリテーションサービス」

の受益者である患者の満足度（指標 2）に注目すると、5 点満点中、4.6 点と既に高い水準

にある。また、入院患者数（指標 1）も NRH の収容能力の上限に近づく程度まで増加して

いる。平均入院日数（指標 3）については大きな変化はない。 

NRH における理学療法士を中心としたスタッフの人材育成（成果 1）と業務改善のシス

テム化（成果 2）は、3-2 で述べたとおり、計画どおりに進捗し、具体的な形で発現して

いる。結果として、これらはプロジェクト目標である NRH のリハビリテーションサービ

スの改善につながっている。例えば、理学療法士は本邦研修や TOT での学びを実際の業務

に活用しており、患者評価に基づいた中期・長期のゴール設定や、自助具の作成等を実践
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している。医師は患者の痙性緩和のためのフェノールブロックを習得し、実際に診療に用

いるだけでなく他病院の医師にも同技術を伝えている。これらにより、患者の移動と訓練

が容易になっている。 

NRH を中心としたリファーラルシステムの強化は残りの期間でより重点を置かれるこ

とが期待される。 

プロジェクト活動による C/P の業務が増えたが、本来業務に支障はない。院長と看護師

長の定年による交代があったが、業務体制や勤務環境に変更はないとのことである。 

 

(3) 効率性 

以下をかんがみて、中間レビュー時点までの効率性は中程度と判断される。しかしなが

ら、プロジェクト実施・運営が現在のとおり行われれば高い効率性は期待できる。 

大半の成果が産出されつつある。特に、TOT をはじめとする研修関連の活動が理学療法

士、医師、看護師の知識・技術の向上につながっている。患者評価・記録、患者の満足度

測定、リスク管理が組織のシステムとして改善されつつあるなか、個人レベルの知識・技

術の向上のみならず、組織レベルでも効果が確認できる。 

リファーラルシステムの強化については、今後関係機関との協働がより一層求められて

いる。 

ミャンマー側、日本側ともに投入は一部の遅れがあったが、途中からコミュニケーショ

ン等の運営体制が大きく改善され、投入・活動がスピードアップされた。 

投入は成果産出のために効果的に転換されている。例えば、本邦研修の内容は、NRH 内

の日常の業務や継続教育の機会で共有されているほか、報告会として他病院とも共有され

ている。また、研修に対する満足度も高かった。ただし、プロジェクトに直接かかわらな

い参加者が一部研修に参加していたこともあったが、研修内容等に対する満足度は高かっ

た。供与機材はすべて活用されており、幾つかは故障履歴があるがミャンマー国内にて修

繕対応されている。 

プロジェクトの成果や目標達成に影響した外部要因ははい。 

 

(4) インパクト 

上位目標の一部が発現している。なお、負のインパクトはこれまで確認されていない。

ヤンゴン総合病院（Yangon General Hospital：YGH）での入院患者数は 2009 年以降、増

加傾向にある。YGH 関係者へのヒアリングによると、プロジェクトの活動に参加した後に

サービスが改善され、それにより入院患者が増えたとのことであり、プロジェクトのイン

パクトであるといえる。 

「全国のリハビリテーションの質の改善」について関係者間で共通理解を深める必要が

ある。NRH は国内唯一のリハビリテーション専門病院であるが、この経験をどのように適

用するか保健省は戦略をもつ必要がある。 

 

(5) 持続性 

持続性を評価するには時期尚早である。今後、持続性をより担保するための戦略と予算

措置が必要である。以下は現時点での、NRH における効果の持続性と NRH の経験の普及
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に関する状況である。 

既述のように、NRH では TOT や業務改善のシステムが確立されつつある。実際にスタ

ッフ個々の能力やチームアプローチが強化されたことがリハビリテーションサービスの

改善につながっている。また、研修の教材準備や講義実施、患者記録の改善・実践等につ

いては NRH 自身で運営していくことが可能になっている。また、プロジェクトの供与機

材も修繕対応できている。 

現時点では、プロジェクトを通じた NRH の経験を基に全国の病院のサービス改善をど

のように図っていくか政策として決定しているものはない。プロジェクトの上位目標とし

ても、どの病院を対象としてどのように効果を波及させるのか、そのなかで NRH は具体

的にどのような役割を担うのか、保健省、プロジェクト、JICA のなかで共通認識をもつ必

要が認識されており、議論が始まったところである。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関する要因 

特になし。 

 

(2) 実施プロセスに関する要因 

1） 効果的・効率的な組織化 

プロジェクトでは初期から HRD チームと、これに外部コンサルタントを加えたチー

ム（拡大 HRD チーム）を構成していたが、この 2 つの役割を NRH 内の活動を主に議論

する場と NRH 以外の組織が運営・実施にかかわる活動を主に議論する場として区分し

た。これにより、より実質的で機能的な議論や判断が行われることとなったと思われる。

また、教材開発、患者記録システム開発、リスクマネジメントといった活動テーマごと

にタスクチームが結成されている。このように、NRH の各部門の代表者から構成される

HRD チームや同様に複数部門のスタッフから構成されるタスクチームにおいて情報共

有が十分に行われることは、NRH のチームアプローチをより強化する促進要因となって

いる。 

 

2） プロジェクト活動における PDCA サイクル 

本プロジェクトの活動では、計画して実施するだけにとどまらず、その振り返りが次

の活動の計画・改善に活用されている。例えば、TOT 後に研修内容・講義方法・研修運

営について評価され、この結果は次回の改善へつながっている。別の例はポスト OR ワ

ークショップやリスクマネジメントの取り組みである。ポスト OR ワークショップでは

18 の活動計画が作成されたが、NRH の独自活動として可能なものから実行に移され、

その結果は半年ごとにレビューされることになっている。リスクマネジメントはマニュ

アルを作成してリスク対応の検討を行うにとどまらず、リスク要因をモニタリングし、

情報共有することでその対応がより容易になるものである。 

 

3） プロジェクト活動の記録 

プロジェクトでは活動の記録を十分に行っている。例えば、HRD チームの議事録を見



vii 

ると、TOT 前であればカリキュラム案がどうであるか、TOT 後には参加者の理解がどの

ように改善したか、講義や運営はどうであったかを詳細に記録している。また、プロジ

ェクトは PDM を用いて目標設定・活動計画を行っているが、活動実施の進捗は HRD チ

ームの会議で PO に沿って確認されている。また、活動結果は PDM の指標に沿って行わ

れ、JICA 事務所・本部へ報告されている。これにより、事務所・本部からのフィードバ

ックや運営指導を容易に行うことが可能になっている。 

 

4） NRH のコミットメント 

NRH 内には HRD チームや複数のタスクチームが組織化され、プロジェクトの活動を

実施している。これらの活動は NRH の通常業務の一環に加え、一部エクストラの業務

となっているが、不平・不満は一切聞かれなかった。通常業務に支障が出ていることも

確認できなかった。このようなコミットメントがあることは、プロジェクトの活動をス

ムーズに進めるにあたり大きな利点である。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関する要因 

プロジェクトがめざす各成果等の明確化は、関係者間の意思疎通や、効果的・効率的な

役割分担を大きく左右するものである。特に、これまでは成果 3 の「連携の強化」と上位

目標の「全国のリハビリテーションサービスの質の向上」について、それぞれ何をどこま

でどのようにめざすのか必ずしも明確でなかった。活動計画や指標設定もそのように行わ

れていなかった。今後、引き続きこの点に関しての議論が続けられる予定である。 

 

(2) 実施プロセスに関する要因 

ビザ発給が遅れたために専門家の派遣が遅れ、プロジェクト開始時期を大幅にずらさざ

るを得ず、TOT について一部カリキュラムを変更して対応することとなった。 

 

３－５ 結論 

プロジェクトは開始当初から、その意義を高く保ったまま実施されている。初期に投入・活

動の遅れが一部見られたものの、途中からの巻き返しによって現時点では計画どおりに進捗し

ており、プロジェクト目標の達成に向けた軌道に乗っている。これは、目標や活動内容に関す

るコミュニケーションが改善され、特に NRH 内の人材育成と業務改善のシステム化が着実に

進んでいることによるものである。現在の活動実施やプロジェクト運営の取り組みが継続され

れば、プロジェクト終了時には高い有効性と効率性が期待できる。現時点でプロジェクトのイ

ンパクトや効果の持続性につき評価することは時期尚早であるが、まずは、上位目標に向けた

方向性と戦略の明確化が残る期間の活動実施にとって喫緊の課題となっている。効果の持続性

のためには、これらが明確となり、予算措置が行われる必要がある。 
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３－６ 提言・教訓 

(1) 提言 

1) プロジェクトの持続性のための戦略 

プロジェクト目標がプロジェクトの終了時までに達成される見込みは高い。今後は、

上位目標の達成に向けての戦略が明確化される必要がある。今後、保健省 DOH の責任

の下、プロジェクトの経験を活用して全国の病院のサービス改善をどのように行うか、

戦略と実行可能な計画を策定することが求められる。 

2) 本邦研修参加者の人選 

本邦研修の目的はチームアプローチを通じたリハビリテーションの強化である。本邦

研修の効果を最大限に発揮させるため、プロジェクトの主要ターゲットとなっている病

院からは、チームを構成する職種の参加者が選定されることが望まれる。 

3) プロジェクトの経験の共有 

NRH はこれまで人材育成と業務改善に関して結果を生みつつ、経験を積んでいる。こ

れらの成果とプロセスは他病院や関係機関と共有される意義は極めて大きい。プロジェ

クト終了後に上位目標達成の取り組みとは別に、DOH の主導の下、経験共有の機会が設

定されることが望ましい。 

 

(2) 教訓 

本プロジェクトでは、R/D 上のカウンターパートとは別に、プロジェクトの活動実施機

関（NRH）を中心として、機能別のチームが複数組織化された。これにより、効率的・効

果的に情報共有が可能となった。また、チームの構成を工夫することにより、活動実施を

通じて NRH のチームアプローチがより促進されることとなった。組織化だけでなく、活

動実施プロセスにおいても、相手側を尊重したコミュニケーション・意思疎通が行われて

おり、結果として効果的な情報共有や記録の蓄積につながっている。 
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）においては、人口の 10％（WHO 推定値）

にあたる約 500 万人が障害を抱えているとされている。ミャンマー政府は、社会福祉省による障

害者の教育、職業訓練、雇用等の社会的サービス、保健省による障害の予防とリハビリテーショ

ン等保健・医療サービスを提供しているが、サービスの範囲が限られているほか、質も低く、多

くの課題を抱えている。 

特に医療リハビリテーションについては、サービスの範囲が大都市やその周辺に限られており、

サービスを受けられる障害者は全体の 1.8％に限られると推計されている。 

このような状況から障害者が受けられる基本的な医療リハビリテーションサービス機会の増

大、サービス提供者の技術の向上等への取り組みが急務となっており、ミャンマー政府からわが

国に対し技術協力の要請がなされ、技術協力プロジェクトが開始された。 

本プロジェクトは保健省をカウンターパート（C/P）機関として、2008 年 7 月 23 日から 2013

年 7 月 22 日までの 5 年間の計画で、ミャンマー国唯一のリハビリテーション専門病院である、国

立リハビリテーション病院（National Rehabilitation Hospital：NRH）を中心にサービスの向上をめ

ざして実施されている。現在、長期専門家 2 名（チーフアドバイザー、ネットワーク連携/業務調

整）を派遣中である。 

今般、プロジェクトの実施期間半ばを迎えたことを踏まえ、中間レビュー調査を実施し、プロ

ジェクトの進捗を確認するとともに、今後の方向性について関係者と協議した。 

 

１－２ 調査団構成と日程 

(1) 調査団構成：表 1-1 のとおり。 

 

表１－１ 調査団構成 

担当分野 氏 名 所 属 

総括 久野研二 JICA 国際協力専門員 

医療リハビリテーション 江藤文夫 国立障害者リハビリテーションセンター総長 

協力企画 西村愛志 JICA 人間開発部社会保障課 

評価分析 野口純子 財団法人国際開発高等教育機構 

 

(2) 現地調査日程：現地調査は 2011 年 9 月 29 日から 10 月 8 日までの期間で実施された。調査

日程の概要は、以下のとおりである。 
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表１－２ 現地調査日程 

2011 年 久野 西村 江藤 野口 

9 月 29 日 木    - ヤンゴン着 

- 専門家ヒアリング 

9 月 30 日 金    - NRH ヒアリング 

10 月 1 日 土    - 書類整理 

10 月 2 日 日 - ヤンゴン着 

- 団内打合せ 

  

10 月 3 日 月 - JICA ミャンマー事務所打合せ 

- NRH ヒアリング・協議 

10 月 4 日 火 - YGH ヒアリング・協議 

- 移動（ヤンゴン→ネピドー） 

10 月 5 日 水 - DOH 協議・ミニッツ署名 

- JCC 

10 月 6 日 木 - 社会福祉省との協議 - 移動（ネピドー→ヤンゴン） 

- リハビリテーション学会ヒアリング 

10 月 7 日 金 - 社会福祉省との協議 

- 移動（ネピドー→ヤンゴン）

- JICA ミャンマー事務所報告 

- NRH 技術指導（江藤団員） 

- ヤンゴン発 

10 月 8 日 土 - ヤンゴン発   

（注）NRH：国立リハビリテーション病院、YGH：ヤンゴン総合病院、DOH：保健省保健局、JCC：合同調整委

員会。 

 

１－３ プロジェクトの概要 

PDM に示されたプロジェクト概要は以下のとおりである。なお、今次調査は 2010 年 3 月に改

定された PDM（第 I 版）に基づいて実施された。 

(1) 上位目標 

ミャンマーにおけるリハビリテーションサービスの質が向上する。 

 

(2) プロジェクト目標 

NRH における質の高いリハビリテーションサービスを提供するためのシステムが強化さ

れる。 

 

(3) 成果 

① リハビリテーションサービスに関する NRH の訓練システムが向上する。 

② NRH におけるリハビリテーションサービスの質を改善するシステムが強化される。 

③ NRH と、社会福祉省関連施設を含むリハビリテーション関連施設との連携が向上する。 
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１－４ PDM の変遷 

本プロジェクトでは 初の PDM（Version 0）が第 2 次事前調査時に作成された（2007 年 4 月）。

この後、プロジェクトが開始されてから 2 年経過した 2010 年 3 月に、本邦コンサルタントの調査

時に問題分析と目的分析を経て、同コンサルタントを含む HRD チームで、以下の修正案が作成

された。この修正案は、上位目標の指標以外が合同調整委員会（JCC）にて承認され、PDM（Version 

1）として改訂された。 

 Version 0 Version 1 修正の理由 

上位目標

の指標 
Number of patients treated 
at hospitals for the 
rehabilitation services 

Number of patients treated at 
hospitals for the 
rehabilitation services (YGH, 
NRH) 

保健省に全国の病院に関す

るデータがまとまっていな

いことから、全国から患者

を受け入れている NRH、

YGH のデータをもって傾

向を把握する。 

  Number of patients treated at 
hospitals for the 
rehabilitation services 

* 上位目標は全国の病院の

改善であるということで、

JCC では案は承認されなか

った。 

プロジェ

クト目標

の指標 

1. Number of PWDs being 
referred to NRH from 
other hospitals 
2. Number of PWDs being 
satisfied with 
rehabilitation services at 
NRH 

追加 
3. Length of hospitalization 
period 

サービスが改善されると、

より効率的な治療が可能と

なり、入院期間の短縮が予

測される。 

成果 2 Systems to improve the 
quality of rehabilitation 
services in NRH are 
strengthened 

Systems to improve the 
quality of rehabilitation 
services in NRH are 
upgraded 

体制の「強化」でなく、体

制を「作る」のが目標であ

るという認識であったが、

英語の標記ではミャンマー

側は upgraded を強調した。

成果 2 の 
指標 1 

1. OR are carried out by 
NRH 
 

1. Clarification of 
improvement of the services 
of NRH by acquiring 
patients’ evaluation in 
hospitalization and discharge.

OR の実施実績ではなく、

実施により明確化される患

者の評価に注目すべきであ

る。 

成果 2 の 
指標 2 

2. Record and report on 
assessment and treatment 
of rehabilitation carried 
out at NRH are submitted 

2. Follow-up study system 
for care of discharged 
patients 
3. Supporting system for SCI 
patients 

指標をより具体的にし、

SCI 患者を重点的に、退院

後の状況調査を行う必要が

ある。 

活動  追加 
2-2 Conducting QOL for 
NRH patients in order to 
satisfactory level of the 
patients 

患者の入院時・退院時の評

価 の 一 環 と し て 患 者 の

QOL について調査する必

要がある。 

（注）NRH：国立リハビリテーション病院、YGH：ヤンゴン総合病院 
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第２章 評価の方法 
 

２－１ 中間レビュー調査の方法 

本調査は、『新 JICA 事業評価ガイドライン：第 1 版』（2010 年 6 月）に基づいて実施した。す

なわち、①プロジェクトの現状把握・検証を行い、②それらを DAC 評価 5 項目による評価基準

から判断し、③提言や教訓を導き出して次の段階にフィードバックするという枠組みの下、中間

レビュー（評価）の調査を行った。中間レビューという時期的な性格から、目的は「事業が順調

に効果発現に向けて実施されているかを検証し、評価対象事業の計画見直しや運営体制の改善に

資する」ことを目的とした。なお、プロジェクト・デザイン・マトリクス（PDM）を事業計画と

してとらえ、評価調査のデザインを行った。 

評価 5 項目の定義は表 2-1 のとおりである。中間レビューであることから、特に妥当性、有効

性、効率性に重点を置いた。 

 

表２－１ DAC 評価 5 項目による評価の視点 

評価項目 視点 

妥当性 開発援助と、ターゲットグループ・相手国・ドナーの優先度並びに政策・方針

との整合性の度合い。 

有効性 開発援助の目標の達成度合いを測る尺度。 

効率性 インプットに対する成果（定性並びに定量的）を計測する。開発援助が期待さ

れる結果を達成するために もコストのかからない資源を使っていることを示

す経済用語。 も効率的なプロセスが採択されたかを確認するため、通常、他

のアプローチとの比較を必要とする。 

インパクト 開発援助によって直接または間接的に、意図的または意図せずに生じる、正・

負の変化。開発援助が、地域社会・経済・環境並びにその他の開発の指標にも

たらす主要な影響や効果を含む。 

持続性 ドナーによる支援が終了しても、開発援助による便益が継続するかを測る。開

発援助は、環境面でも財政面でも持続可能でなければならない。 

出所：JICA（2010）『新事業評価ガイドライン：第 1 版』 

 

２－２ 主な調査項目 

本調査においては、以下の評価設問を中心に調査を実施した。 

 

① 投入、成果、プロジェクト目標、上位目標に関する達成状況あるいは達成見込みはどうか。 

② 活動は計画どおりに実施されているか。プロジェクト・マネジメントは適切に行われている

か。コミュニケーションは適切に行われているか。実施機関の当事者意識は醸成されているか。 

③ 評価 5 項目の各視点から見てプロジェクトの状況（見込み）はどうか。後半期間に留意すべ

き事項は何か。 

 

より詳細な評価設問は、それぞれの必要なデータ、情報源・データ収集方法とともに付属資料

４の評価グリッドに示すとおりである。また、現地調査結果概要を記載した評価グリッドは、付
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属資料３．ミニッツの Annex 4-1、4-2、4-3 のとおりである。 

 

２－３ データ収集方法 

以下の情報源及びデータ収集方法を用いて情報を収集した。 

 

① 実施協議記録（R/D）、PDM、活動計画表（PO）、協議議事録（M/M）等のプロジェクト計画

文書のレビュー 

② 日本人専門家作成の報告書（活動進捗報告書、長期・短期専門家報告書）のレビュー 

③ 日本人専門家及びカウンターパートからの質問票回答・ヒアリング 

④ プロジェクト対象病院（NRH）の患者へのヒアリング 

 

上記方法で収集されたデータやその分析結果は、日本側のレビュー調査団によってまとめられ

た後、日本側とミャンマー側関係者により事実確認と協議が行われた。この結果を踏まえ、保健

省保健局（Department of Health：DOH）局長及びレビュー調査団長が中間レビュー報告書を含む

M/M に署名を行った。 
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第３章 プロジェクトの実績と現状 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側投入 

プロジェクト開始時から 2011 年 10 月の中間レビュー実施までに、専門家は延べ 183.46 人/

月、機材供与 37 万 2,454 US ドル（約 2,860 万 1,000 円1）、研修員受入れ延べ 16 名、現地業務

費 3,262 万 9,000 円が投入されている。各投入については以下のとおりである。 

 

(1) 専門家派遣 

専門家派遣として、これまで延べ 183.46 人/月が投入されている。長期ではチーフアド

バイザーと業務調整が派遣されており、これまで延べ 4 名（78.46 人/月）が派遣されてい

る。初期の長期専門家はビザ発行が遅れたことと、2008 年 4 月に発生した大型サイクロン

「ナルギス」の影響があったことから、派遣が遅れた。R/D 署名（2008 年 3 月 31 日）か

ら約 4 カ月経過した同年 7 月に 初の長期専門家（業務調整）が着任した。 

短期専門家はこれまで述べ 8 名（105 人/月）が派遣された。分野は理学療法 4 名、リハ

ビリテーション医療 2 名、作業療法 2 名であった。同様にビザ発行の遅延により 2 名が派

遣延期となった。なお、活動全体を調整することにより、その影響は 小限に抑えられて

いる。 

その他の詳細は、付属資料３．ミニッツの Annex 4-1、4-2、4-3 のとおりである。 

 

(2) 機材供与 

これまでに供与された機材は表 3-1 のとおりである。延べ 37 万 2,454 US ドルである。 

 

表３－１ 供与機材 

年度 金額（USD） 主な機材 

2008 112,242
Up-down standing tables, Tilt tables, Gravity center and sway measurement 

equipment, Interference Low Frequency Therapy Equipment, etc. 

2009 44,394 Excellent silent type diesel generator, Desktop and wraptop computers, etc. 

2010 86,905 TENS, Knee Exercises, Motorized Intermittent Traction Unit, etc. 

2011 128,913
Unweighting system, Tread mill, Bicycle exerciser for child, Ergocycle for 

upper limbs with table, etc. 

合計 372,454  

出所：プロジェクト提供資料より作成。主な機材は金額または数量が比較的多いもの。 

 

(3) 研修員受入れ 

表 3-2 のとおり、毎年研修員を受け入れている。2008 年度は「リハビリテーション医療

の発展」というテーマの下、保健省、ネピドー総合病院（Nay Pyi Taw General Hospital：

NGH）、ヤンゴン総合病院（YGH）からの研修員を受け入れた（一部は中国）。2009 年度

                                                        
1 10 月 5 日付けレートで 1US ドル＝76.72 円として換算。http://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/ 
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は NRH（医師、理学療法士）とマンダレー総合病院（Mandalay General Hospital：MGH）

から、2010 年度は NRH（医師、理学療法士、看護師）と YGH からの研修員を受け入れた。

NRH からの参加は 2009 年度が 3 名、2010 年度が 4 名であった。 

 

表３－２ 研修員受入れ 

年度 研修期間 研修員 研修員所属 主な研修先 

2008 2009 年 3 月 2 日～ 

3 月 14 日（13 日間） 

3 名 保健省、 

NGH、MGH

国際リハビリテーション学会（中国）、

国立障害者リハビリテーションセンタ

ー等 

2009 2009 年 11 月 15 日～ 

12 月 1 日（17 日間） 

5 名 NRH、MGH 国際医療福祉大学、高木病院、柳川リハ

ビリテーション病院等 

2010 2010 年 11 月 28 日～ 

12 月 23 日（26 日間） 

8 名 NRH、YGH 国立障害者リハビリテーションセンタ

ー、吉備高原医療リハセンター、兵庫県

総合リハビリテーションセンター中央

病院 

 合計 16 名   

出所：プロジェクト提供資料を元に作成。 

 

(4) 現地業務費 

現地業務費は 2011 年 8 月までで 3,262 万 9,000 円が投入されている（付属資料３．ミニ

ッツの Annex 1-2）。このうち 2,198 万 1,000 円は 2008 年度に投入されたものであるが、こ

れは NRH 施設一部のバリアフリー化、リハビリテーション室の塗装等の修繕費を含むた

めである。 

 

３－１－２ ミャンマー側投入 

これまでのところ、以下のとおりの人員配置と業務費の支出（2,210US ドル2）（約 17 万円3）

等が投入されている。 

 

(1) 人員配置 

正式文書（R/D）上のカウンターパートはプロジェクト・ディレクターとプロジェクト・

マネジャーの計 3名であり、DOHより任命されている（付属資料３．ミニッツの Annex 1-1）。 

プロジェクトの活動実施や運営のカウンターパートは NRH の主要関係者から構成され

る人材開発（Human Resource Development：HRD）チームのメンバーである。HRD チーム

は NRH の院長（医師）、医師、理学療法士、看護師、医療ソーシャルワーカー（Medical Social 

Worker：MSW）、義肢装具士（Prosthetist/orthotist：P&O）から構成されている。これまで

延べ 15 名が配置されている。定年退職等によりメンバーの交代があったが、現在は 7 名

である。また、NRH以外の題材を議論する際には YGH、北オカラパ総合病院（North Okkalapa 

                                                        
2 1US ドル＝834 チャットとして換算。ミャンマーでは公定レートと市場レートで 100 倍近い差があるとされていたが、2011
年 9 月末以降、一部民間銀行が実際の市場レートで外貨両替ができるようになった。 
http://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/biznews/4e8bc80ee4840 

3 1US ドル＝76.72 円として換算。 
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General Hospital：NOGH）等の医師と教授計 3 名が加わり、拡大 HRD チームが編成されて

いる。 

 

(2) ローカルコスト 

中間レビュー調査時点までで、延べ 2,210US ドルが投入されている。 

 

表３－３ ミャンマー側による業務費の支出 

年度 支出（US ドル） 支出（チャット） 備 考 

2009  532,800 プロジェクト事務所改装費用等 

2010 280 100,000 TOT 参加者交通費等 

2011  976,420 フェノールブロック針等。2011 年 9 月までの支出

合計 280 1,609,220  

出所：プロジェクト提供資料。 

 

(3) その他 

業務費支出以外に、以下がミャンマー側により負担されている。 

・日本人専門家及びプロジェクトアシスタントの執務スペースと国内電話料金・光熱費。 

・ヤンゴン以外の TOT 参加者への宿舎提供（NRH 職員宿舎内）。 

 

３－２ 成果（アウトプット）の達成度 

中間レビュー時点までの、各成果の達成状況は次のとおりである。 

 

(1) 成果 1：リハビリテーションサービスに関する NRH の訓練システムが向上する 

 

NRH 内に講師養成の訓練システムをつくることがめざされている。指標には到達目標数値が設

定されていないが、プロジェクトによると、現時点ではほぼ計画どおりに教材が作成・改定され、

訓練が実施されている。また、養成された講師により訓練が実施されている。事前事後のテスト

結果から参加者が知識を向上させたこと、また、参加者による訓練評価の結果から養成された講

師も効果的に講義を実施したことがうかがえる。 

フェノールブロックについては、専門家による指導後、2010 年 7 月までで、NRH の自主運営

により、14 名の患者に対して実施された。また、NRH 以外の病院から延べ 34 名の医師がオブザ

ーバーとしてフェノールブロックの施行に参加しており、NRH 自身により技術の普及を行える能

力を身につけたといえる。 
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 指 標 実績・現状 

1-1 リハビリテーショ

ンサービスのため

の訓練教材の数 

・ 2 種作成された。脊髄損傷のマニュアルは第 1 回コース後、改定さ

れている。 

(1) TOT マニュアル「脊髄損傷患者の管理（理学療法士対象）」 

(2) 脳性まひの TOT 教材 

1-2 リハビリテーショ

ンサービスの訓練

の種類 

・TOT は 3 回実施された。 

(1) 第 1 回脊髄損傷コース（2010 年 7 月）・・・参加者 20 名 

(2) 第 2 回脊髄損傷コース（2011 年 7 月）・・・参加者 20 名 

(3) 第 1 回脳性まひコース（2011 年 8～9 月）・・・参加者 23 名 

1-3 NRH スタッフの

リハビリテーショ

ンサービスに関す

る技術と知識が改

善される 

・上記の 3 コースとも訓練前後のテスト結果は改善しており、NRH

スタッフを含む TOT 参加者の知識は向上した。 

(1) 第 1 回脊髄損傷コース（58.3％→70.7％） 

(2) 第 2 回脊髄損傷コース（56.9％→73.9％） 

(3) 第 1 回脳性まひコース（51.6％→70.8％） 

・医師はフェノールブロックのワークショップに参加し、現在フェ

ノールブロックを実施している。 

・看護師は上記 TOT で得た知識を基に、尿管理・褥瘡管理の記録方

法を改善した。 

1-4 NRH の講師の数 ・第 1 回脊髄損傷コースの参加者のうち、NRH スタッフ 4 名を含む

12 名が第 2 回コースで講師を務めた。 

・参加者による評価では、85％が「講義はよく準備され運営されて

いた」、70％が「活発な参加を促す講義であった」と回答した。 

 

(2) 成果 2：NRH のリハビリテーションサービスの質を改善するための体制が強化される 

 

成果 2 のうち、オペレーショナルリサーチ（OR）は当初、脊髄損傷患者支援を目的とすること

とになっていたが、実際は退院後の患者を細やかにフォローするのが困難であることが判明し、

NRH のサービス改善を目的とすることに変更された。SCI 患者支援としては、新規に開発したフ

ォームにより患者の退院時評価を行い、これを再診時評価で用いることが計画された。 

次ページの表以外の成果としては、リスク管理システムの構築のため、心肺器系に関する事故

防止、事故発生時の処置、事故報告、機器管理に関するマニュアルが作成され、医師、看護師、

理学療法士の各部門に配布された。これに関連して、訓練中の事故防止を目的として、理学療法

士を対象とした血圧測定の講習会が実施された。 
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 指 標 実績・現状 

2-1 入院時と退院時の

患者評価による

NRH サービスの

改善の明確化 

・OR が実施され、退院患者の生活状況が明らかとなった。 

・OR の結果に基づき、ポスト OR ワークショップが実施さ

れ、サービス改善のための 18 項目のアクションプランが

作成された。幾つかのアクションプランは NRH の費用に

より実施されている。 

・患者の満足度評価（「医師により症状や治療の説明が十分にされた

か」を含む 18 項目）が実施され、5 点中、平均 4.6 点であった。 

2-2 退院患者のフォロ

ーアップ調査体制

・患者の退院時評価と再診時評価のフォローアップ評価のためのフ

ォーム（Assessment form for patient with Spinal Cord Injuries on 

discharge）が作成された。 

2-3 SCI 患者の支援体

制 

・患者用教育教材 1 種を作成中。 

・SCI 患者を対象としたカルテシステムが導入された。開発・試行さ

れた記録用紙（カルテ）に、毎週金曜日に各スタッフが 1 週間の

患者の経過を記載し、翌月曜日の回診時に医師がこの記録を確認

している。 

2-4 印刷教材・AV 教材

の種類 

・5 種のパンフレットが作成された（脳性まひ 2 種、脳卒中 1 種、切

断 1 種、脊髄損傷 1 種） 

2-5 リハビリテーショ

ンに関する学術会

議の数 

・理学療法士ケース会議が 15 回実施された。 

・マイクロ波ジアテルミーに関する勉強会が実施された。 

 

(3) 成果 3：NRH と社会福祉省関連施設を含むリハビリテーション関連施設との連携が向上す

る 

 

中間レビュー時点までの活動は、関係機関のリハビリテーションに関する理解と関係者間の相

互理解を深める活動が中心となって行われた。以下のとおり、多数・多職種の関係者に対して、

プロジェクトの直接への投入として短期専門家による講義が行われたほか、プロジェクトの研修

の参加者の知識・技術共有や、プロジェクトの経験を踏まえた NRH 主導による知識の波及が行

われた。 

PDM の指標や上述のような経験共有のための活動実績の指標としては有効である。しかし、今

後、リハビリテーションサービスの強化（そのための関係機関の連携の強化）が明確となった時

点で、これらの活動の結果を検証する指標が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 



－11－ 

 指 標 実績・現状 

3-1 リハビリテーショ

ンサービスに関す

るセミナー・ワー

クショップの数 

・次のワークショップが開催された。 

(1) フェノールブロック（NRH 内外の医師 19 名が参加） 

(2) 義肢装具（集団研修「補装具制作技術」参加研修員が講師となり、

25 名の義肢装具士が参加） 

(3) 粗大運動機能測定（gross motor function measure）のワークショッ

プが開催された。 

・第 1 回リハビリテーションセミナーが実施された（医師・理学療

法士 92 名が参加）。 

・第 2 回リハビリテーションセミナーが実施された（医師・理学療

法士 132 名が参加。「脳性まひの理学療法・作業療法」について講

義） 

・帰国研修員報告会が実施された（医師、理学療法士、看護師、義

肢装具士、MSW142 名が参加） 

3-2 NRH と他の施設

による共催のリハ

ビリテーションサ

ービスに関する技

術会議の数 

・延べ 12 回の医療教育会議（Medical Education Meeting）、第 7 回リ

ハビリテーション医療会議に参加し、技術的観点からコメントを

行った。 

3-3 リハビリテーショ

ンサービスを提供

する病院のスタッ

フに対する訓練の

数 

・第 1 回、第 2 回、第 3 回 NRH リハビリテーションフォーラムを開

催した。第 3 回は TOT テーマ（脊髄損傷）のもと、医療、福祉、

障害者団体から講師を招へいし、脊髄損傷に対する各分野の役割

と連携につき議論を行った。OR の結果や、本邦研修の結果につい

て報告を行った。 

 

３－３ プロジェクト目標の達成度 

（NRH が質の高いリハビリテーションサービスを提供するための体制が強化される） 

 

指標 1 の患者数は増加傾向にある。ただし、NRH 関係者へのヒアリングによると、スタッフや

ベッドの数から現状でほぼ許容範囲の上限に近く、これ以上の増加は見込めないということであ

る。なお、「リファーラル」には他病院からの紹介、医師が個人的に行う紹介のほか、セルフリフ

ァーラル（自主的に受診すること）があるということだが、本調査ではこれらの詳細について確

認できなかった。 

指標 2 は、今回が初めての満足度調査であり、プロジェクト以前との比較はできないが、平均

4.6 点と高い得点であった。満足度調査は 16 の項目についての質問であったが、項目別に 高得

点（4.7）であったのは、「医師による診療」「理学療法士による対応」「理学療法士による処置」

「理学療法士による訓練の指導」「NRH のケアとサービスの全体の質」の 5 項目であった。一方、

4.2 点、4.3 点と低い点数であったのは「看護師による褥
じょく

瘡
そ う

の処置」「P&O ワークショップのサー

ビス」の 2 項目であった。 

指標 3 の入院期間は大きな増減はない。なお、例は数件と少ないが、退院が決定しても受入れ
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家庭の準備が整っていなかったり、職業訓練のプログラムに空きがなかったりして退院が長くな

る場合や、ベッド数の関係から早期に退院が勧奨される場合がある。 

 

 指 標 実績・現状 

1 他病院から NRH

へリファーされる

障害者の数 

・NRH の入院患者、他病院からリファーされた患者は増加している。

 2008 年 2009 年 2010 年

入院患者 279 人 291 人 341 人

他病院からのリファーラル 62 人 77 人 91 人
 

2 NRH のリハビリ

テーションサービ

スに満足している

障害者の数 

・患者の満足度評価（退院時）の平均結果は 5 点満点中、4.6 点であ

った（対象期間は 2010 年 11 月～2011 年 4 月）。 

3 入院期間 ・入院期間に大きな増減はない。 

 2008 年 2009 年 2010 年 

入院期間 49 日 46 日 47 日 
 

 

３－４ 上位目標の達成度 

（全国のリハビリテーションサービスの質が向上する） 

 

上位目標の範囲はミャンマー全体のリハビリテーション病院であるが、本調査では YGH の情

報のみ入手可能であった。YGH 関係者へのヒアリングによると、プロジェクトによる TOT や本

邦研修に参加した後にリハビリテーションサービスが改善され、それにより入院患者が増えたと

のことであった。なお、2009 年以降、増加傾向にあるが 2009 年と 2010 年以降の集計区分が異な

るため、今後のデータ集計には留意が必要である。 

YGH の入院患者数以外の情報としては、YGH やヤンゴン整形外科病院（Yangon Orthopedic 

Hospital：YOH）では、プロジェクトの TOT に参加した理学療法士が、自身の病院に戻った後、

自助具を作成して訓練に用いている。 

 

 指 標 実績・現状 

1 リハビリテーション

サービスを受けるた

め入院した患者の数 

・YGH の入院患者数は増加傾向にある。 

 2009 年 2010 年 2011 年（6 月現在） 

入院患者 168 人 200 人 136 人 
 

 

３－５ 実施プロセスの状況 

３－５－１ 活動の実施状況 

中間レビュー調査の時点では、予定されていた活動はほぼ計画どおりに実施されているとい

える。 

しかしながら、プロジェクトの初期においては活動実施の遅れがあった。ビザ発行の遅れや

保健省本庁のカウンターパート主要メンバーとの連絡の難しさ及びサイクロンの影響により長
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期専門家の着任が遅れたことも要因の 1 つであるが、プロジェクトの到達目標や活動範囲に関

する情報共有がプロジェクト関係者間でスムーズに行われなかったことがより大きな要因であ

る。JICA 本部からの運営指導も行ったが、プロジェクト開始後しばらくの間、プロジェクト内

及びカウンターパートとの情報共有が十分に行われていたとは言い難い。 

プロジェクト 3 年目以降は、この点は大きく改善された。情報共有、活動実施ともにスピー

ドアップし、現在に至っている。この巻き返しは、長期専門家が交代する時点で「情報共有が

明確化されていない事項4」を明確化してその改善に努めたことと、カウンターパートを尊重し

たコミュニケーションに留意していることに加え、3-5-4 で述べる運営上の工夫を含む促進要

因による部分が大きいと思われる。 

 

３－５－２ モニタリング 

プロジェクトでは、PDM の活動部分をブレークダウンする形で PO が作成されている。この

PO では各詳細活動の計画・実績が対比されて表示されている。チーフアドバイザーがアップ

デートし、HRD チームの会議で活動進捗の把握に利用されている。また、PDM の指標データ

の集計も行われている。TOT の評価結果や患者の満足度調査は実施後に集計され、直近の HRD

会議で共有されているほか、JICA 事務所・本部へは事業進捗報告書の形で報告がなされている。

データ収集は、NRH のサービスに関するデータは NRH の HRD チームのメンバーが収集し、

それ以外は日本側の専門家やプロジェクトアシスタントが担当している。 

 

３－５－３ プロジェクトの軌道修正 

1-5 で述べたように、プロジェクトでは事前調査で作成された PDM（Version 0）が、プロジ

ェクトが開始されてから 2 年経過した 2010 年 3 月に、関係者の現状分析ワークショップを経て

PDM（Version 1）にして改訂された。これはプロジェクトの活動がスピードアップする直前に

行われたものである。今回の中間レビュー実施前から、PDM の再改定の議論がプロジェクト内

外で行われ、これを踏まえて今回の中間レビューに合わせて開催された JCC にて PDM の改定

が承認された。これも後半期間に向けた戦略の再策定を狙ったものであり、いずれも適時の改

定であるといえる。 

 

３－５－４ プロジェクト実施の促進要因・貢献要因 

(1) 効果的で効率的なプロジェクトメンバーの組織化 

プロジェクトでは初期から HRD チームと、これに外部コンサルタントを加えたチーム

（拡大 HRD チーム）を構成していたが、この 2 つの役割を、NRH 内の活動（成果 1 と 2）

を主に議論する場と、NRH 以外の組織が運営・実施にかかわる活動（成果 1 と 3）を主に

議論する場として区分した。コミュニケーション上の困難があった初期においてもこれら

2 つのチームが制度として存在したことで 低限の議論が定期的に行われた。中盤以降は、

これらのチームにより、より実質的で機能的な議論や判断が行われることとなったと思わ

れる。 

                                                        
4 リハビリテーションサービス向上に必要な病院機能評価に係る情報、OR 実施に向けた認識、QOL 調査の具体案、患者記録
改善に向けた方向性、TOT の方針、理学療法士以外の専門職に対する研修の方針、2010 年度 A4 機材の内容、成果 3 に対す
る解釈。 
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また、教材開発、患者記録システム開発、リスクマネジメントといった活動テーマごと

にタスクチームが結成されている。原則として HRD チームを核としつつも、HRD 以外か

らも必要なメンバーが加わっており、活動の実施レベルで効率的に作業が進められてい

る。 

このように、プロジェクトの TOT や本邦研修では、チームアプローチによる取り組みが

勧められているが、NRH の各部門の代表者から構成される HRD チームや同様に複数部門

のスタッフから構成されるタスクチームにおいて情報教諭が十分に行われることは、NRH

のチームアプローチをより強化する促進要因となっている。 

 

(2) プロジェクト活動における PDCA サイクル 

本プロジェクトの活動では、計画して実施するだけにとどまらず、その振り返りが次の

活動の計画・改善に活用されている。例えば、TOT はプロジェクト期間中に、3 テーマで

それぞれ 2 回ずつ実施されることになっているが、TOT 後に研修内容・講義方法・研修運

営について評価されている。この結果は外部コンサルタントを含めて HRD チームでレビ

ューされ、次回の改善へつながっている。また、すべての TOT でほぼ同様の様式で評価す

ることにより、各回の特徴を踏まえたレビューが可能となっている。 

別の例はポスト OR ワークショップやリスクマネジメントの取り組みである。ポスト OR

ワークショップでは 18 の活動計画が作成されたが、NRH の独自活動として可能なものか

ら実行に移され、その結果は半年ごとにレビューされることになっている。リスクマネジ

メントはマニュアルを作成してリスク対応の検討を行うにとどまらず、リスク要因をモニ

タリングし、情報共有することでその対応がより容易になるものである。リスクマネジメ

ントについては開始されたばかりであるが、モニタリングは既に計画されている。 

 

(3) プロジェクトの活動実施の記録 

プロジェクトでは活動の実施記録を十分に行っている。例えば、HRD チームの議事録を

見ると、TOT 前であればカリキュラム案がどうであるか、TOT 後には参加者の理解がどの

ように改善したか、講義や運営はどうであったかを詳細に記録している。活動実施に直接

かかわった関係者でなくともその様子が的確に把握・理解できるように整えられている。 

また、プロジェクトは PDM を用いて目標設定・活動計画を行っているが、活動実施の

進捗は HRD チームの会議で活動計画表（PO）に沿って確認されている。また、活動結果

は PDM の指標に沿って行われ、JICA 事務所・本部へ報告されている。これにより、事務

所・本部からのフィードバックや運営指導を容易に行うことが可能になっている。 

 

(4) NRH スタッフのコミットメント 

既述のとおり、NRH 内には HRD チームや複数のタスクチームが組織化され、プロジェ

クトの活動を実施している。これらの活動は NRH の通常業務の一環に加え、一部エクス

トラの業務となっている。日本人専門家から見ても、実際に業務量は増えたとのことであ

り、NRH スタッフ数名へのヒアリングでも同様であったが、（外部の評価者への回答とい

うこともあったかもしれないが）不平・不満は一切聞かれなかった。また、通常業務に支

障が出ていることは確認できなかった。このようなコミットメントがあることは、プロジ
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ェクトの活動をスムーズに進めるにあたり大きな利点である。 

 

３－５－５ プロジェクト実施の阻害要因・留意点 

前述のように、初期に遅れがあったものの、中間レビューの時点ではほぼ計画どおりに活動

が実施されている。現時点において活動を阻害する大きな要因は指摘されなかったが、今後も

次のようなプロジェクト内外の要因に留意して活動を実施する必要がある。 

 

(1) 目標の明確化 

プロジェクトの到達目標の明確化は、関係者間の意思疎通や、効果的・効率的な役割分

担を大きく左右するものである。特に、これまでは成果 3 の「連携の強化」と上位目標の

「全国のリハビリテーションサービスの質の向上」について、それぞれ何をどこまでどの

ようにめざすのか必ずしも明確でなかった。活動計画や指標設定もそのように行われてい

なかった。 

ただし、これらの点は中間レビュー以前にも、長期専門家と JICA 本部の間や HRD チー

ムのなかでも既に議論が始まっている。 

 

(2) ビザ承認の遅れ 

特に短期専門家の派遣においては、ビザ発行が遅れたために、しばしば出発日を変更せ

ざるを得ないことがあった。これに伴って、TOT については一部カリキュラムを変更して

対応した場合がある。 

ビザ承認・発行についてはプロジェクトや保健省のコントロールが及ばない部分が大き

く、改善は容易ではない。 
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第４章 中間レビュー結果 
 

４－１ 妥当性 

以下のとおり、プロジェクトの目標はミャンマーの保健セクター政策、リハビリテーション分

野の人材育成のニーズ、日本の ODA 方針と合致しており、妥当性は高い。 

 

(1) ミャンマー保健セクター政策との整合性 

ミャンマーの保健セクター政策である「国家保健計画（2006～2011 年）（National Health Plan 

2006-2011）」には 42 の優先疾病・健康状況が記載されている。このうちの 1 つが障害である。

この計画は 12 のプログラムを打ち出しており、このうちの 1 つの「病院ケアプログラム

（Hospital Care Program）」のなかに「地域に根ざしたリハビリテーション（CBR）プロジェ

クト」がある。このプロジェクトに関する記載として「多くの保健分野の専門職はいまだ、

障害関連イシューへの適切な認識がなく」、保健分野の人材が十分に訓練されていないことが

「病院等の機関によるサービスが拡大するのを妨げている」とある。本プロジェクトはこれ

らの指摘事項に対応する内容となっている。 

 

(2) リハビリテーション分野の人材育成のニーズとの合致 

ミャンマーでは障害者人口は 500 万人と推計される。国内の大学では理学療法士が養成さ

れているが、国内のニーズをすべて満たすには十分でない。2010 年 2 月のデータでは、リハ

ビリテーション病院 17 カ所で理学療法士の定員 195 名のうち、充足されていたのは 131 名で

あった（定員の 67％）。その後、理学療法士の新規配置が全国的に行われたが、十分な水準

にあるといえない。 

 

(3) NRH を実施機関及びターゲットグループとすることの適切性 

NRH はリハビリテーションを専門とし、教育機能も併せもつ唯一の国立病院である。これ

らのことから、他病院の人材育成の中核となるスタッフの能力強化という意味でカウンター

パート機関として適切である。また、理学療法を学ぶ学生や他病院からの研修生も受け入れ

ており、これらの人材への効果波及も期待できる。 

 

(4) 日本の ODA 政策との整合性 

「ODA データブック 2010」によると、ミャンマーは日本の重要なパートナーである ASEAN

の加盟国であり、ASEAN の繁栄・安定・統合に貢献する国として確立していく観点からも、

ミャンマーに対する援助は意義がある。 

2003 年以降は新規の経済協力は基本的に停止となっているが、「緊急性が高く、真に人道

的な案件」を含めて少数の案件が実施されてきた。2011 年 6 月の外務政務官のミャンマー訪

問を契機に、同国の状況に留意しながら、民衆に直接裨益する基礎生活分野の案件を中心に

実施されることが再確認された。また、ミャンマーに対する援助は意義があるとされ、①緊

急性が高く、真に人道的な案件、②民主化・経済構造改革に資する人材育成のための案件、

③CLMV 諸国（ASEAN 新規加盟国。CLMV は、それぞれカンボジア、ラオス、ミャンマー

及びベトナムの頭文字）もしくは、ASEAN 全体を対象とした案件については、ミャンマー
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の政治情勢を注意深く見守りつつ、案件内容を慎重に吟味したうえで順次実施するとしてお

り、本プロジェクトは①に該当すると判断される。 

 

４－２ 有効性 

本プロジェクトは、以下のとおり、特に NRH の人材育成と業務改善を通じて、プロジェクト

目標を達成する軌道にある。これまでの活動やプロジェクト運営が継続することで、高い有効性

が期待できる。 

 

(1) プロジェクト目標の達成見込 

3-3 で述べたとおり、プロジェクト目標の達成に向けてプロジェクトは進捗している。特

に、現行 PDM の指標のうち、プロジェクト目標である「NRH の質の高いリハビリテーショ

ンサービス」の受益者である患者の満足度（指標 2）に注目すると、5 点満点中、4.6 点と既

に高い水準にある。また、入院患者数（指標 1）も NRH の収容能力の上限に近づく程度まで

増加している。平均入院日数（指標 3）については大きな変化はない。 

PDM では到達目標が数値で表されていないため、指標数値を用いた目標達成の判断は難し

いが、NRH のリハビリテーションサービスは改善傾向にあることは確認できる。 

 

(2) プロジェクト目標達成に対する活動・成果の寄与 

NRH における理学療法士を中心としたスタッフの人材育成（成果 1）と業務改善のシステ

ム化（成果 2）は、3-2 で述べたとおり、計画どおりに進捗し、具体的な形で発現している。

結果として、これらはプロジェクト目標である NRH のリハビリテーションサービスの改善

につながっている。例えば、理学療法士は本邦研修や TOT での学びを実際の業務に活用して

いる（患者評価に基づいた中期・長期のゴール設定や、自助具の作成等）。また、医師は患者

の痙性緩和のためのフェノールブロックを習得し、実際に診療に用いるだけでなく他病院の

医師にも同技術を伝えている。 

このほか、PDM 上では指標となっていないが、プロジェクトの活動が NRH のサービス改

善、ひいては患者の満足度向上につながっている事項として、施設の修繕によりバリアフリ

ー化が進み、理学療法室が整備されたことが挙げられる。これらにより、患者の移動と訓練

が容易になっている。 

上述のように、業務改善をシステムとして動かすため、機能や役割分担が明確化されるだ

けでなく、システムを動かす NRH スタッフの個々の能力強化とチームアプローチ醸成が進

められている。個人レベルと組織レベルの相乗効果によるサービス改善が期待できる。 

NRH を中心としたリファーラルシステムの強化（成果 3）は、中間レビューまでは関係機

関間の相互理解・知識向上が主目的となっていた感がある。NRH のリハビリテーションサー

ビスの改善に具体的につなげるための方向性の明確化と活動の再計画が、プロジェクト側で

既に開始されているところである。 

 

(3) プロジェクト目標達成に影響する外部要因 

NRH のリハビリテーションサービスの改善を担うスタッフの勤務状況の変化が外部条件

として懸念されていたが、これに関する報告や指摘はされていない。HRD チームのメンバー
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全員が、プロジェクト活動による業務が増えたが、本来業務に支障はないと回答している。

また、2011 年 3 月に院長と看護師長の定年による交代があったが、業務体制や勤務環境に変

更はないとのことである。 

 

４－３ 効率性 

以下のとおり、中間レビュー時点までの効率性は中程度と判断される。しかしながら、プロジ

ェクト実施・運営が現在のとおり行われるのであれば高い効率性が期待できる。 

 

(1) 成果の産出度 

各成果とも PDM では到達目標が数値で表されていないため、指標数値を用いた目標達成

の判断は難しいが、成果 1 と成果 2 については、ほぼ計画どおりに活動が実施され、結果に

ついても現時点では満足度の高いものであると判断できる。 

成果 1 については、3-2 (1)で述べたとおり、ほぼ計画どおりに教材が作成・改定され、訓

練が実施されている。また、養成された講師により訓練が実施されている。事前事後のテス

ト結果から参加者が知識を向上させたこと、また、参加者による訓練評価の結果から養成さ

れた講師も効果的に講義を実施したことがうかがえ、成果 1 でめざした訓練のシステムは確

立されつつあるといえる。また、訓練の結果としても、TOT をはじめとする研修関連の活動

が理学療法士、医師、看護師の知識・技術の向上につながっているのは 4-2 で述べたとおり

である。 

成果 2 の関連でも、3-2 (2)で述べたとおり、患者評価・記録、患者の満足度測定、リスク

管理が組織のシステムとして改善されつつある。3-5 でも述べたように、NRH では PDCA サ

イクルが定着し、業務結果の記録が適切に行われていることも、成果 2 の産出度を高めてい

る要因となっている。成果 1 と 2 は NRH のサービス改善のための両輪となっているのが特

長であるといえる。 

成果 3 のリファーラルシステムの強化については、今後関係機関との協働がより一層求め

られている段階である。 

 

(2) 成果に向けた投入 

ミャンマー側、日本側ともに一部の遅れを除いて、ほぼ計画どおりに実施されている。初

期の投入の遅れについては、3-5-1 で述べたとおり、途中からコミュニケーション等の運営

体制が大きく改善され、活動がスピードアップされたことにより、中間レビュー時点までに

問題点はおおむね解消されているといえる。 

行われた投入は、成果産出のために効果的な影響を与えている。例えば、本邦研修は 3 回

の合計で 16 名（うち NRH から 7 名）が参加しており、NRH 内の日常の業務や継続教育の機

会において日本で学んだ知見が共有されているほか、報告会として他病院も含めて 142 名に

共有されている。また、研修に対する参加者の満足度も高かった。プロジェクトでは、2010

年の研修参加者に対して、帰国から半年後に設定した目標に対する達成度の自己評価をして

いる。8 名全員が一部項目を除いて 5 段階中、4（よく達成した）と自己評価を行っている。

研修への参加者も 2010 年度間では効果発現に結びつく適切な人員であった。別の例として、

TOT も参加者の満足度が高い内容であるほか、業務でも実践されていることから、投入（活
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動）は効果的に成果に結びついているといえる。 

日本側による機材供与は合計 37 万 2,454US ドル行われている。幾つかは故障履歴がある

がミャンマー国内にて修繕対応されており、すべての機材が有効活用されている。 

ミャンマー側の投入のうち、人員配置については適切であるとチームで協働する長期専門

家からも評価されている。 

 

(3) 成果産出に影響する外部要因 

NRH が研修を継続することとスタッフが継続して勤務することが、成果 1～3 の産出に影

響する外部条件として懸念されていた。しかし、研修の継続についてはプロジェクトの活動

として TOT が実施されていること、継続学習も行われていることから影響はない。プロジェ

クトで研修を受けたスタッフも全員が勤務を続けており、プロジェクトの成果や目標達成へ

の影響ははい。 

 

４－４ インパクト 

以下のとおり、収集できたデータは非常に限られているが、他病院（YGH）での入院患者数の

増加と業務改善が生じており、上位目標が一部発現している。なお、負のインパクトはこれまで

確認されていない。 

 

(1) 上位目標の達成度 

3-4 で述べたとおり、YGH での入院患者数は 2009 年以降、増加傾向にある。また、PDM

の指標以外では、実際にプロジェクトの活動にスタッフが参加した病院では、自助具を自ら

作成するようになった（YGH、YOH）。YGH 関係者へのヒアリングによると、プロジェクト

活動に参加した後にサービスが改善され、それにより入院患者が増えたとのことであり、こ

れはプロジェクトのインパクトであるといえる。 

なお、上位目標は全国のリハビリテーションサービスの質を改善することと設定されてい

るが、本調査では、YGH のみのデータが収集可能であった。他病院についてもデータを用い

て上位目標達成の検証を行う必要がある。 

 

(2) 上位目標達成に影響する外部要因 

現行 PDM では、ミャンマーのリハビリテーション政策に変更がないことが上位目標達成

に影響する外部条件として挙げられている。現時点では政策変更については特に確認できな

かった。このほか、今後注視すべき外部要因として、NRH での人材育成と業務改善の内容を

全国展開する戦略や役割分担を明確にする必要があること、TOT 等に参加した理学療法士が

自身の病院で研修内容を活用できるよう組織の理解・支援があることが挙げられた。なお、2

点目について YGH では効果発現を阻害する要因とはなっていない。 

 

(3) 上位目標以外の効果発現 

上記以外の効果として、第一に、プロジェクトの TOT に参加した医療技術大学のスタッフ

が大学内で経験共有するだけでなく、ミャンマー国リハビリテーション学会で発表を行い、

効果を波及させている。第二に、NRH の理学療法士からの報告によると、退院時の SCI への
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指導を改善させた結果、自宅でも運動を効果的に継続させており、フォローアップの再診時

にその状況の改善が確認できたということであった。 

このほか、プロジェクトとの直接的な関係を確認することは難しいが、NRH ではスタッフ

の部門間の異動間隔が 4 カ月から 6 カ月に変更された。時間的な余裕ができ、プロジェクト

としても、これによりリハビリテーションサービスをより組織的に提供することが可能とな

った。また、NRH を含めて理学療法士の新規配置が 近行われたが、これはリハビリテーシ

ョンに対する認知度が向上したためという見解もある。また、NRH においても作業療法士、

言語聴覚士、義肢装具士などの他職種専門家の養成の要望が生じていることもプロジェクト

実施の影響といえる。 

 

４－５ 持続性 

プロジェクト期間の中間時点で持続性を評価するには時期尚早である。今後、持続性をより担

保するための戦略と予算措置が必要である。 

以下は現時点での、NRH における効果の持続性と NRH の経験の普及に関する状況である。 

 

(1) 技術面 

既述のように、NRH では TOT や業務改善のシステムが確立されつつある。実際にスタッ

フ個々の能力やチームアプローチが強化されたことがリハビリテーションサービスの改善に

つながっている。また、研修の教材準備や講義実施、患者記録の改善・実践等については NRH

自身で運営していくことが可能になっている。また、プロジェクトの供与機材も修繕対応で

きている。 

このように、NRH 内での効果の持続性や、他病院への効果波及にあたっての NRH の支援

体制は技術的に十分備わっていると思われる。 

 

(2) 組織・財政面 

上記のように、NRH では能力強化が個人レベルと組織レベルで着実に進んでいる。他病院

への経験の普及に関しても、予算措置が行われればという条件付きながら、研修を実施して

いく意欲が NRH の院長他から表明されている。予算が限定される場合、宿泊費用を伴わな

いヤンゴンの人材のみを対象とした研修であれば可能であるという見込みもある。 

 

(3) 政策・体制面 

現時点では、プロジェクトを通じた NRH の経験を基に全国の病院のサービス改善をどの

ように図っていくか政策として決定しているものはない。プロジェクトの上位目標としても、

どの病院を対象としてどのように効果を波及させるのか、そのなかで NRH は具体的にどの

ような役割を担うのか、保健省、プロジェクト、JICA のなかで共通認識をもつ必要が認識さ

れており、議論が始まったところである。 

 

４－６ 結論 

プロジェクトは開始当初から、その意義を高く保ったまま実施されている。 

初期に投入・活動の遅れが一部見られたものの、途中からの巻き返しによって現時点では計画
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どおりに進捗しており、プロジェクト目標の達成に向けた軌道に乗っている。これは、目標や活

動内容に関するコミュニケーションが改善され、特に NRH 内の人材育成と業務改善のシステム

化が着実に進んでいることによるものである。現在の活動実施やプロジェクト運営の取り組みが

継続されれば、プロジェクト終了時には高い有効性と効率性が期待できる。 

現時点でプロジェクトのインパクトや効果の持続性につき評価することは時期尚早であるが、

まずは、上位目標でめざす「ミャンマー全体のサービスの改善」に向けた方向性と戦略の明確化

が、残る期間の活動実施にとって極めて喫緊の課題となっている。効果の持続性のためにはこれ

らが明確となり、予算措置が行われる必要がある。 

 

４－７ レビュー結果を受けた協議 

４－７－１ プロジェクト期間 

2008 年 3 月 31 日に署名された R/D では、プロジェクトの実施機関は R/D 署名日から 5 年間

と記載されていた。R/D は毎年更新する旨も明記されていたが、現在まで R/D の更新は行われ

ていない。 初の長期専門家の着任が 2008 年 7 月 23 日であることから、この日時をプロジェ

クト期間の開始として、実施期間は 2013 年 7 月 22 日までとすることが確認された。 

 

４－７－２ PDM の改訂 

本調査で指摘された事項（特に、指標の具体化、成果 3 と上位目標の方向性と戦略の明確化）

の多くについては、既に長期専門家と JICA 本部の間で、また HRD チームでも協議が開始され

ていたことである。本レビュー結果を基に、保健省と評価チームはプロジェクトの合同調整委

員会に PDM の改訂を提案することとした。PDM の改定案と改訂ポイントはそれぞれ、付属資

料３のミニッツの Annex2、3 のとおりである。 

 

４－７－３ NRH のリファーラルシステムの強化 

上記に関連することでもあるが、成果 3 のリファーラルシステムの強化については、これま

で関係機関間の知識向上と相互理解を主目的としていた。今後はリファーラルの具体的な状況

として、NRH への患者のリファーラル（入口）と NRH から職業訓練プログラム等へのリファ

ーラル（出口）のための戦略が必要であり、プロジェクトでも既に同様の認識をもっている。

今般、保健省と評価チームでのこの点の重要性について改めて確認した。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言 

本レビュー調査の結果に基づいた提言は次のとおりである。 

 

５－１－１ プロジェクトの持続性のための戦略 

プロジェクト目標（NRH のリハビリテーションサービスの改善）がプロジェクトの終了時ま

でに達成される見込みは高い。今後、上位目標（ミャンマー国リハビリテーションの質向上）

の達成に向けての戦略が明確化される必要がある。今後、保健省 DOH の責任の下、プロジェ

クトの経験を活用して全国の病院のサービス改善をどのように行うか、戦略と実行可能な計画

を策定することが求められる。 

 

５－１－２ 本邦研修参加者の人選 

本邦研修の目的はチームアプローチを通じたリハビリテーションの強化である。本邦研修の

効果を 大限に発揮させるため、プロジェクトの主要ターゲットとなっている病院からは、チ

ームを構成する職種の参加者が選定されることが望まれる。 

2010 年度は NRH と YGH からそれぞれ、理学療法士 2 名、医師 1 名、看護師 1 名がチームと

なって選定され、研修効果も高いものであったことがうかがえる。 

2011 年度は医師 2 名が、理学療法士及び看護師とは異なる病院から選出された（ただし、1

名はコンサルタントとしてプロジェクト運営にかかわってきた医師である）ため、チームアプ

ローチの点では、2010 年度同様の研修効果を得ることは難しい可能性があり、帰国後の研修効

果を留意してモニタリングするとともに、今後の対応を保健省と協議する必要がある。 

 

５－１－３ プロジェクトの経験の共有 

NRH はこれまで人材育成と業務改善に関して結果を生みつつ、経験を積んでいる。これらの

成果とプロセスが他病院や関係機関と共有される意義は極めて大きい。プロジェクト終了後に

上位目標達成の取り組みとは別に（重複は避けつつ）、DOH の主導の下、経験共有の機会が設

定されることが望ましい。 

プロジェクト側からもアドボカシーを目的に情報発信されることが望まれる。ミャンマー国

保健分野には母子保健や感染症等の課題も多くあるが、リハビリテーション分野の重要性を表

明することは、中長期的に、国家戦略のなかでの同分野の優先度が増し、予算措置につながる

と思われる。 

 

５－２ 教訓 

3-5 で述べたように、本プロジェクトでは初期に投入・活動の遅れがあったものの、その後の

巻き返しにより現時点ではほぼ計画どおりに成果を生み出すまでとなった。これを可能にしたの

は、コミュニケーション方法の改善（情報共有と記録）を中心としたプロジェクト運営上の工夫

であったと思われる。これはプロジェクトの分野や実施国に限らず、参照されるべき事項である。 
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５－２－１ 情報共有 

プロジェクトで共有が必要とされる情報のうち、 も重要なものの 1 つはプロジェクトの方

向性と役割分担であるといえる。本プロジェクトでは、R/D 上のカウンターパートとは別に、

プロジェクトの活動実施機関（NRH）を中心として、機能別のチームが複数組織化された。こ

れにより、効率的・効果的に情報共有が可能となった。また、チームの構成を工夫することに

より、活動実施を通じて NRH のチームアプローチがより促進されることとなった。 

情報共有のベースとなるのが日常的なコミュニケーション（人間関係）であるが、この点で

も中間レビュー時のプロジェクトの専門家はミャンマー側メンバーを尊重しつつ、意思疎通を

行うことに重要性を置いている。当然あるべきことかもしれないが、組織化や活動実施の進め

方でもこの点が具現化されていることで、結果として効果的な情報共有や記録につながってい

る。 
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第６章 団員所感 
 

６－１ 久野研二団員（総括） 

本文で報告しているとおり、中間レビューの時点において、本プロジェクトは専門家、カウン

ターパート機関、国内関係機関、及び在外事務所の協力によって順調に成果をあげつつあり、後

半においても同様な展開がなされればプロジェクト目標の達成は十分に期待できる状況にあると

思われる。またレビューを通して、本プロジェクトが医療と福祉の両面においてサービスや人材

の向上に寄与している点が明らかになり、人々の健康と生活という開発のもっとも基本的かつ重

要な課題に対して重要な役割を担っていることが再確認された。 

他方、実施においては、本プロジェクトの前半期間はなかなかプロジェクトとしての活動が軌

道に乗らず、在外事務所や本部からプロジェクト運営という点に対して支援が必要であった。私

自身も本プロジェクトの開始初期から運営指導などのかたちでかかわってきたが、この初期の課

題やその対応からも学ぶべきと考えており、この所感においては、プロジェクト前半部分の点と、

報告書本文への補足としてプロジェクト後半に留意すべきと思われる 2 点をまとめたい。 

 

(1) プロジェクトの「実施・運営」という点 

本プロジェクトの初期においてプロジェクト運営が軌道に乗らなかったのは、その背景に

はミャンマーの行政上の特徴があることは誰もが認めるであろう。しかし、今回はそれだけ

が理由ではなく、プロジェクトの運営と実施という点において関係者・機関それぞれの理解

や関心の違いから集約的な協力が十分になされなかったこと、また、主要関係者が運営とい

う点において果たすべき役割を十分に担ってこなかったことにあろう。 

主要関係者の分野専門性やその資質についてはなんら疑うべきところはない。しかし、

JICA のプロジェクトを実施していくには、関係者・機関との意思統一を進めることや協力関

係を樹立すること、プロジェクト目標に沿ってプロジェクトの枠組みや活動内容を明確にし、

協力という方法によってそれを計画に沿って実施していくことなど、分野の専門性や資質と

は異なるプロジェクト運営の能力や役割、またその責任を担うことが求められる。 

例えば、プロジェクト当初顕著であったのは、プロジェクトの枠組みが明確に共有されず、

「プロジェクト＝カウンターパート機関全体」、もしくは、「プロジェクト＝ミャンマーの医

療リハビリテーション全体」という理解が続き、それぞれの興味や利害のもと、プロジェク

トが向かうべき具体的な方向やそのステップも明確に共有することが困難な状況が続いた。

このような状況はできるだけ早い段階で改善していくことが必要であるが、改善に相当時間

がかかったことは事実であり、その責任の一端は、もちろん私自身にも課せられる。 

しかし、関係者の努力により、中間レビュー時点では、それらの遅れを取り戻すほどの協

力体制によってプロジェクトが進められるに至っており、現時点ではこの初期の課題は解決

したといえるだろう。プロジェクトの実施においてはその内容の点は当然であるが、運営の

点に対しても、必要な支援や介入が適切に行われるべきであろう。 

 

(2) プロジェクト後半に留意すべきこと 

後半において留意すべきは、上位目標を見据えた時に生じうるプロジェクトの枠組みの共

有と、現実的な持続性担保のための戦略形成であろう。 
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上記したようにプロジェクト前半はプロジェクトの枠組みが広がり過ぎていたが、現在や

っとリハビリテーション病院の機能強化というプロジェクト本来の枠組みが共有されてい

る。しかし、上位目標がミャンマー国全体のリハビリテーションサービスの質的向上となっ

ていることから、プロジェクト目標を上位目標へとつなげていく戦略形成のなかで、せっか

く共有されているプロジェクトの枠組みがまた拡散してしまう可能性がある。この点はそう

ならないようしっかりとプロジェクト主要関係者の理解を明確にしておく必要がある。 

また、レビュー調査前の協議において、リハビリテーション病院での取り組みをパイロッ

トモデルとし、それを他の病院に拡大していくという戦略についてもプロジェクト内では議

論されていたことが調査団にも共有されている。しかし、予算や人的資源などの点でも制限

が大きいミャンマーにおいてパイロットモデルの普及という戦略が現実的であるのか、それ

とも、リハビリテーション病院の機能が強化され、それを活用する制度を整備することでミ

ャンマー全体のリハビリテーション医療に貢献することが現実的であるのか、持続性の戦略

をめぐっては現実を見据えた戦略形成が必要であろう。 

 

以上、2 点に絞り総括所感としたが、改めてプロジェクトという案件の運営・実施上の課題を

理解するとともに、協力という体制が関係者の努力によって築かれることでプロジェクトが効果

的に実施されていく事実も確認できた。繰り返しになるが、本プロジェクトは人々の健康と生活

に直結するものであり、ミャンマーの医療や福祉のサービスの向上に大きく寄与するものである。

それゆえ、現実に持続しうる戦略を見据えたプロジェクトの実施を期待したい。 

 

６－２ 江藤文夫団員（医療リハビリテーション） 

2 年前に訪問した時に比べて、NRH や YGH のリハビリテーションスタッフが積極的に活動し

ている印象を受け、このプロジェクトが順調に進捗しつつあることを実感した。 

リハビリテーションは医療面においても、さまざまな考え方がある。YGH の診療科名が Physical 

Medicine & Rehabilitation（PM&R）であり、米国を中心に専門医を Physiatrist と呼ぶが、私のよう

に Rehabilitation Physician と呼んだり、あるいは診療科名を Rehabilitation Medicine としたりする

所もあり、リハビリテーションとなると更にイメージはさまざまに拡大する。 

 

(1) 上位目標が「ミャンマーのリハビリテーションサービスの向上」にあり、全国の病院にと

どまらないもので、より国や保健省の施策の影響を受ける。そこで、NRH のリファーラルシ

ステムの強化は大切な課題である。 

① NRH のリファーラルの現状に関する情報の整理 

入院にいたるルート：病院から、診療所から、その他施設から、直接受診から（受診の

経緯－紹介者の有無と職種、情報入手源）、地域（NRH の具体的医療圏） 

退院の決定：退院時の患者情報、決定の経緯 

退院にかかわる紹介：病院、サナトリウム、診療所、学校等教育機関、就労先人事担当

者、生活訓練等リハビリテーション施設（かつての日本風には更生訓練施設）、職業訓練

施設（入所、通所）、地域サービス機関（CBR 活動との関連団体含む） 

② 退院（転院含む）に伴い、当該患者のリハビリテーションに関する情報提供の徹底 

③ 上記情報整理に基づき、全国研修会や研究会の企画 
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(2) 国家的に、障害者施策を重視してもらうために、今年 WHO と世界銀行により刊行された

ワールドレポートの Recommendation を利用することは、課題意識を喚起するために有用と

思われる（障害統計を国勢調査に導入するなどを含めて）。 

 

(3) 診療における個別リハビリテーション計画表作成の徹底－評価会議、再評価会議を通じて

分業化の準備（必要な治療手技・手法を誰が担当するか、の指名＊） 

＊評価会議の司会（議長）、コーディネータを誰、どの職種にするか等 

 

(4) 医療から福祉へ？ 

① 職業前訓練を行う施設があれば、紹介や情報交換を随時から定例に 

＊障害者の雇用促進の施策はどのようになっているか？ 

（例えば、1955 年の ILO99 号勧告に対して、日本では財政的事情からと称して、障害者

のカテゴリーはいわゆる 3 障害を含むものであったにもかかわらず、1960 年に身体障害

者のみを対象とした雇用促進法を制定した。精神障害がその対象とされるのはごく近年

になってからである。） 

② 障害児の就学に向けたモデル的取り組みの実践 

＊教育機関における「インクルーシブ」への配慮と関心の程度は？ 

特別支援学校における医療対応のニーズと医療支援体制は？ 

（肢体、視覚、聴覚、知的など障害の種類によっても異なる） 

 

患者の入院、転院、退院といった医療の枠ではその国の医療の供給システムに依存しているが、

通常は医師同士、医師と看護師、看護師同士といった医療職の個人的ネットワークが基本である。

病院や診療所が十分に各地に存在し、医療機関の機能分化を生じてくると、情報を整理して適切

にリファーするためのスタッフや部署が必要となる。医療に限らず、ほとんどの領域での活動は

チームアプローチが基本だが、そうした時代に分化し生まれてきたリハビリテーション医療では

チームアプローチの意義や職能が理解されやすい分野といえる。 

しかし、ニーズがあって活動が展開する間に分業化を生じるのが一般的とすると、日本のよう

に国家が専門家を養成して全国への普及を図るというスタイルは少数派と考えるべきである＊。

しかし一方で、後進国にとって必要なシステムを早期に普及するのには有用なやり方といえる。

国家的に、障害者施策を重視してもらうために、今年 WHO と世界銀行によるワールドレポート

の Recommendation を利用できると考える。 

就労に向けたサービス、就学に向けたサービス、地域でのケアに向けたサービスに関してはど

の程度の社会資源が存在し、NRH はどのようにかかわってきたかの情報の整理からはじめる必要

がある。日本の NRCD では更生訓練所で職業前訓練や、生活訓練を行い、一方で職業訓練校や職

業リハセンターで、より一般就労に向けた訓練が行われ、一方医療リハビリでは作業療法士（OT）

がかかわって職業準備評価や職業前訓練も実施してきた。 

これだけ職能分化したリハの時代では、各種職種をそろえる方向ではなく 20 年以上前から

Transdisciplinary Team の考え方が生まれており、中国などは様子を見ながら理学療法士（PT）/OT

の個別教育システムを保留しているように、ミャンマーも英国風の影響が強ければ、OT 学校を

つくる以前に、仕事をする人材を育成することを企図すると思料される。国家的に先に資格を制
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定する日本式ではないため、日本ではいまだにこうした行き方は理解されづらい。 

 

＊日本では律令制度の下に福祉サービスを規定し、障害者の認定のために中央で養成した医師

（従 7 位程度の下級官吏の職名）を地方に派遣し、障害の認定に当たり、同時に地方の医師

の教育に当たり、以来 1300 年以上の歴史を重ねてきた。それでも江戸時代にかけて、プロの

医師が育ちかけていたが、明治になって国家的に西洋医学のみを医師資格に条件付けし、大

昔の手法で普及を図った。 

日本にリハビリを導入しようという強い意志が政府にできると、欧米人教師を招いて PT/OT

の学校をつくり、国家試験を行い、卒業生が増えた頃、保険の診療報酬体系で利益誘導して、

急速に普及が図られた。一方、福祉に関しては生活保護法や身体障害者福祉法などの法体系

は整備されたものの、病院と同じく日本人の好きな施設内保護を推進したため、今日の困難

な状況の要因となっている。 

なお、国家的に資格を統制する際、通常は移行措置を設けて、実際関連業務にかかわってい

た集団に配慮を要するので、PT においてはそのように対応された。しかし一方で、OT は無

視されたようである。 
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１．主要面談者リスト

 
 

 

組織 氏名 役職 

MOH Dr. Htun Naing Oo Director General of DOH 

NRH Dr. Win Zaw Medical Superintendent, Senior Consultant 

 Dr. Moe Aung Former Medical Superintendent of NRH, Consultant 

for HRD Team 

 Dr. Aye Aye Myint Tun Specialist Assistant Surgeon 

 Daw Aye Aye Mar Chief PT 

 Daw Ngun Hlaing Sister 

 Daw Aye Aye Maw Sister 

 Daw Sabei Mon MSW 

 Mr. Saw Alfred Chief P&O 

 （患者・家族等 4 名）  

YGH Prof. Dr. Khin Myo Hla Head of the Department of Physical Medicine & 

Rehabilitation 

 Ms. Thus Zar Aung PT 

 Ms. New Ni Toe PT 

 Ms. Thanda Tun Nurse 

 Ms. Daung Kyi PT 

JICA 田中雅彦 事務所長 

 横森佳代 企画調査員 

（プロジェクト） 大澤諭樹彦 チーフアドバイザー 

 横飛裕子 ネットワーク/業務調整 

 U Kyaw Nyein プロジェクトアシスタント 

 Daw Naw Hmwe Hmwe プロジェクトアシスタント 
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２．聴取記録

 
 

日時 2011 年 9 月 29 日（木）16:00～17:30 
場所 NRH 
ヒアリング相手 大澤専門家、横飛専門家 
記録（野口）  
1．プロジェクトの実績データの解釈・補足 
（1）上位目標 
 YGH で入院患者は 2010 年に増加、外来患者も 2011 年まで増加を続けている。プロジェクト

による効果かどうか検証は難しいが、Dr. Khim Myo Hla が強調していたのは、2010 年の TOT、
本邦研修受講によりサービス改善が行われ、認知度が上がったことにより、患者が増えたので

はないかということ。YGH では独自に研修後に勉強会を開催したり、他病院へのアピールのほ

か、院内の周知もしており、それにより、患者数が増え、また、院内の他科からのリファーラ

ルも増えたということ。ミャンマーでは、YGH に限らず、各科で患者を管理したがる傾向もあ

り、院内のリファーラルはなかなかされていなかった。 
 YOH でも、元々SCI 患者の多い病院だが、TOT 後に情報共有が進んでいると聞いている。また、

パティンの病院でも TOT（SCI）が臨床で活用されている。これらの病院で患者数が増えたか

どうかの情報はないが、業務サービスの改善は行われている。 
 
（2）プロジェクト目標 
 NRH の入院患者、NRH へのリファーラル患者数は 2008 年以降増加している。どこまで増加す

れば、プロジェクトの効果として満足いくレベルなのか、議論したことはないが、MS による

と、ベッド数の限界もあるので、収容できる範囲での増加が望ましい。今くらいの増加で適切

なのではないかと思う。 
 TOT、本邦研修後に入院患者は増加している。また、外来患者の増加には機材の充実が理由と

なっていると思われる。 
 平均入院日数が減ったり、増えたりしている。患者の中には、退院時期が来ても、家庭の受け

入れが困難であったり、装具作成に時間がかかったりして、時期が延びる患者がいる。また、

ミャンマーでは告知が十分にされていない。精神的な部分も含めて退院後のフォローができな

いことがその要因にある。こういった文化的な背景から、重度な患者はやむを得ず、入院が長

引くこともある。これらの例を除いて、このデータは集計されるべき、という意見が HRD with 
Consultants からも出ている。 

 以前は、リハのゴールはすべての患者に共通して（不可能な場合であっても）「歩行できる」こ

とであった。今は、ゴールの設定にあたり、患者の ADL（生活日常動作）能力の向上につなが

る内容も設定され、患者が帰宅後にできることが増えた。 
 
（3）成果 
 教材作成・TOT はこれまで計画どおりの実施、今後についても、期間が 2013 年 7 月まで延長

されれば、問題なく実施できる。3 月までであると、ややきつい実施になる。 
 TOT はプロジェクト期間中に、3 テーマを 2 回ずつやることになっている。その後の展開は協

議中。 
 現行 PDM の指標の 2-1 から 2-3 は、元々は SCI 患者を対象として OR を実施し、退院後のフ

ォロー体制をつくるというものだったが、退院後のフォローまではなかなか難しいことが判明

した。よって、OR は院内で対処すべき改善事項の洗い出し、SCI 患者に対しては退院時の評

価により指導を行う・再診時にその評価結果を利用する、というような形に落ち着いた。カル

テの改善の対象は SCI 患者だけである。 
 OR の結果を受けて、ポストワークショップでは院内で 6 カ月間のアクションプランを作成し

た。プロジェクトはアクションプラン実施には関与していない。アクションによっては、外か

ら寄付金を集めて実施済みのものもある。ベッドの害虫の駆除、カルテのシステムの共有、天
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井のファンの修繕等。寄付は患者個人からであったり、その家族であったり、さまざまである。

 リスクマネジメントは CSI に限ったものではない。プロジェクトではマニュアルを作成し、血

圧計・心電図の機材とともに各科に設置した。今後は 1 カ月ごとに（院内会議）、予防・対応状

況の情報共有があり、プロジェクトには HRD ミーティングで情報が共有されることになって

いる。運用は NRH だけで進められるものと思われる。 
 AV 教材は、プロジェクト前半であまり使われていなかった AV 機材をもっと使いたいというの

もある。今後の予定は、TOT やセミナーをビデオで撮っており、それを CD に焼いて、資料室

で NRH スタッフが見に来られるようにしておく。 
 成果 3 のリファーラルのための連携の活動は、後半期間に本格化する。課題となりそうなのは、

MSW の強化。現在、MSW は NRH のリファーラルシステムに乗り切っていない。仕事のし易

さ・早さもあり、MSW 個人の判断でどのプログラムと患者をつなぐかが決定されているが、

プロジェクトでは、成果 3 でめざすネットワークを活用して MSW のリファーラル先を広げた

いという狙いがある。現在は、他科との状況共有がされていない、お互いの状況をあまり知ら

ない。ただし、MSW は HRD ミーティングのメンバーであり、プロジェクトがめざそうとして

いるリファーラルがどのようなものかは理解している。MSW の機能を効果的に活用できるよ

うに、リファーラルシステムのなかで強化していきたい。 
 
2．プロジェクトの終了後 
 TOT（成果 1）を通じて、参加者による伝播を通じて YGH 等でサービス改善が行われている。

成果 2 をどのように他病院に普及するかについてはまだ議論されていない。元々、PT をメイン

ターゲットにした TOT では業務改善のシステムまで含むことは難しい。PT ができる範囲が限

られている、ということもある。また、カルテのシステムは病院の文化もあり、ひな形を NRH
がその普及の音頭を取るのは難しいと思われる。やるならば DOH。ただし、YGH（Dr. Khin Myo 
Hla）のように、システムを見直したうえで導入しようとしている例もある。 

 プロジェクトとして、終了時に DOH に対して成果品として一式を渡し、提言を行う、という

対応も考えられる。DOH が現時点でどう思っているかは不明。 
 
3．活動への影響要因 
 ビザ申請の遅れは保健省の範疇でもなく、書類申請の手続きが 2 カ月前から行われるよう、プ

ロジェクトとしては、前広に動くようにしているが、それでもダメな時がある。 
 プロジェクト活動により、NRH スタッフの業務が増えたのは確かである。TOT 講師は TOT 前

は資料作成等、準備が忙しい。基本的にはお昼休みを使って作業しているが、それでも業務時

間にずれ込むことはある。また、カルテを作成するにあたり、金曜の記入作業は増えたと聞い

ている。一方で、研修やカルテにより業務がしやすくなっているのも事実（そう聞いている）。

 
その他  
* JICA 事務所に到着報告をする際、専門家 2 名から JICA 事務所への月例報告が行われていたの

で、途中参加させてもらった。以下、専門家からの報告と事務所とのやり取りから。 
 （事務所からの質問で、先回の TOT 短期専門家の評価のところで、研修理解度について、あま

り高い数値でなかったのはなぜか? ミャンマー側の自己謙遜によるものか? 言語によるも

のか?）→短期専門家は英語を使っての講義だったが、やはり言語の問題もあり、頭に入ってく

るまでに時間がかかった様子である。ただし、内容等についての理解は高い。来年は講師が英

語を使う際も念のため、通訳を入れるようにしたい。 
 

 （ミャンマーのリハ水準はどうか? リハの特徴は?）→人材育成は行われているがまだ不足し

ている。2008 年のデータでは PT が 200 余名。都市レベルに集中し、タウンシップで不足する

傾向がある。ミャンマーに多いリハ疾患は、SCI、CP、脳卒中、切断。切断は交通事故による



－34－

 
 

ものが多い。イスラエルが Road Safety Project として、YGH のリハ部門を強化する予定あり。

これと関連するものではないが、日本から、YGH、NRH、UMT に対して、東北大学が開発し

た足こぎ車いすが供与される予定。 
 

 （ミャンマーの今後の発展状況に応じてリハのニーズも変わるのでは?）→発展に応じてニーズ

も大きくなってくると思われる。Dr. Khim Myo Hla は PT 配置を DOH にプッシュしている。彼

女はリハ協会の会長でもあり、今後の展開、リハ分野の発展にキーとなる人である。 
 

 （他のドナーの活動状況は?）→WHO が NRH を通して CBR の協力を行っている。また、海外

に研修員を送っている。以前は赤十字国際委員会も活発であったが、政府との関係が悪化し、

NRH からは撤退した。 
 

 （プロジェクトが終了して、日本人が全くいなくなった時にどうなっているか。専門家として

は、どのレベルまでもっていきたいか?）→プロジェクトの活動内容は NRH に集中している。

NRH ではプロジェクト期間に活動をやって終わり、ではなく、それがシステムとして残るよう

留意している。TOT を例に言えば、教材はすべて揃っており、予算措置ができれば（または参

加者をヤンゴンに限定すれば）、自分たちで行っていくことが可能な状況になっている。他機関

との連携は後半強化するところ。これは流れとして一度できれば、それは続くと思われる。他

病院へどのように普及するかについては、DOH と確認しながら考えていく。 
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日時 2011 年 9 月 30 日（金）9:10～10:10 
場所 NRH 
ヒアリング相手 Dr. Moe Aung 
記録（野口）  
1．プロジェクト形成 
 自分は事前調査時からプロジェクトにかかわっている。ミャンマーでは WHO、カナダ大使館、

UNDP が CBR の支援を行っているが、病院レベル（institutional level）での技術協力はこのプ

ロジェクトが初めてである。単に技術訓練でなくて、サイクロンからの復興もあり、バリアフ

リーや、リファーラル強化の要素も入れるよう提言した。 
 プロジェクトの以前は、病院間の定期会合のなかで情報や知識の共有を行っていた。既存の会

合であり、これは今後も続くもの。ミャンマー人は、自分の経験を積極的に話すか、ためらい

（恥ずかしさ）があるか、というと後者であるが、ルーティンとして順番を割り当てて発表し

てもらうようにしている。少なくとも自分の病院ではそうである。 
 チームアプローチが以前になかったわけではないが、今ほど皆が集まる時間や情報共有の時間

はなかった。 
 
2．政府からの支援 
 すべてのニーズに対して十分というわけではない。予算が不足する分は、基金（Hospital 

Supervisory Committee Fund）でカバーする。 
 セクター全体ではリハビリテーションの優先度は高くないが、以前よりは、国際的な動きもあ

り、認知度は上がってきている。 
 
3．プロジェクトの効果 
 資料室の書籍やインターネットにより、効率的に情報収集ができるようになった。 
 プロジェクト活動により NRH スタッフの作業量は増えたが、ミーティングや作業は忙しくな

い時間帯を選ぶなどして影響を少なくしている。 
 記録の改善は SCI に限らない（*1）。他の症例でもフォーマットの改善は CSI が中心だが、行

われている。評価会議（ケースカンファレンス）では、SCI に限らず行われる。 
 
4．プロジェクト終了後の展開 
 他病院のスタッフの研修は、MRH の義務ではない。交通費を含む予算面での問題もあり、難し

い。研修を提供しても、該当する症例の患者がいないこともあり、注意が必要である。 
 成果 3 のリファーラル強化について。これまで NRH がリファーラルの関係にある組織とは定

期的に会合をもつようなことはなかった。リファーラルの強化は MSW 個人の強化ではなくて、

MSW を含むチームの強化である。MSW の活動は病院によっては MS によるところが大きい。

 関係機関の意識の向上が必要である。 
その他  
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日時 2011 年 9 月 30 日（金）10:20～11:45 
場所 NRH 
ヒアリング相手 Dr. Win Zaw 
記録（野口）  
1．プロジェクトの効果・影響 
 研修で得た新しい技術を業務に使っている。 
 研修受講者は、自分のセクションで情報共有をしている。 
 プロジェクト活動により追加作業は増えたが、業務内容はこれまでと変わったことをしている

わけではなく、設備が整い、知識が増えたり、チームアプローチがより進んだり、共通フォー

ムができたりしたことで、大きな問題ない。 
 記録システムは SCI のみならず他症例でも改善がある。Dr の勘違いもなくなり、準備も少なく

なった。 
 
2．プロジェクト目標の達成度 
 入院日数については、少ないが稀な例がある。例えば、患者の退院先の調整がつかず、遅れる

こともある。2008 年からのデータの推移は、特に変化はないということ。 
 リファーされた患者の数だが、厳密にカウントするのが難しいケースもある。例えば、他病院

からリファーされても（または患者が自ら NRH に来ても）、NRH で対応する症例として判断さ

れなければ受け入れはしない。また、リファーといっても、レターを持ってくるわけではなく、

医者から口頭で紹介された、そうでなくても自分で来たというケースもある。 
 入院患者数については、ベッドが 60 であること、スタッフの数（Dr3 名、PT13 名）の限界も

あり、今の水準が適切だと考える。 
 
3．リファーラルの強化 
 各病院とも、MSW の活動は MS に方針によるとことが大きい。NRH では、患者を受け入れ先

につなぐことが役割であるが、MSW を能力強化するとしてもこの部分だけである。 
 患者は、MPHA (Myanmar Physically Handicapped Association)か、財団（Shweminthar 

Foundation）のメンバーになっていないと、職業訓練校（政府系、NGO）へ送り出しができな

い（*1）。 
 ネットワークの拡大のためには、CBR の NGO とのつながりも広げる必要がある。 
 
4．プロジェクト終了後 
 研修の継続は予算面の措置があるかどうかによる。 
 ネピドーで WHO が PT のリフレッシャー研修を 2、3 年ごとに実施している。それをヤンゴン

でやる場合、できる協力はしたい。 
 業務改善の継続についても希望はあるが、予算による。寄付金を募れれば行いたい。実際は難

しい。例えば、水道が出るのは朝 6 時から夕方 6 時であり、夜間の貯水タンクが壊れている。

保健省には 4 月に報告済みであり、修繕の許可が出たが、必要資金の 100 万チャット（←500
万チャットの聞き間違いの可能性あり：野口）のうち 20 万チャットしか集まっていない。 

 保健省から NRH への予算は毎年変わらない。人件費、患者の食費の一部、光熱・水道費、そ

の他少額である。追加で申請するものがあれば、3 月決算の半年前の 9 月に申請することがで

きる。 
 リスクマネジメント等は他病院に普及するものという理解はない。 
 
5．その他 
 患者への告知は難しい。これ以上はこうできない、というのは患者本人には言えない。家族に

言うこともある。以前、ある男性が入院してきて、今後の歩行の可能性がないことを妻に告げ
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ると、離婚することとなった。子どもがいればまた別だったと思うが、こういったこともあっ

て告知がためらわれる。 
 
 Myanmar Health Plan 2006-2011 にある優先疾病の handicapped はリハビリテーションに関連

するもの。また、CVD（脳血管障害）も、この結果にリハビリの必要を伴うものであれば、関

連していると言える。 
その他  
（*1）職業訓練校は政府府系（社会福祉局）、NGO（AAR）ともに、上記 2 団体のメンバーでな

くとも、MSW がつないだり、自分で申し込んだりできる。このつなぎも MSW の役割である。 
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日時 2011 年 9 月 30 日（木）15:00～16:30 
場所 NRH 
ヒアリング相手 Daw Aye Aye Mar (Chief PT), Dr. Aye Aye Myint Tun (Specialist Asistant 

Surgeon), Mr. Saw Alfred (Chief R&O), Daw Ngun Hlaing (Sister), Daw Sabei 
Mon (MSW) 

記録（野口）  
1．TOT の実施 
 計画どおりに実施できた。 
 講義の内容がよかった。理論と実践を合わせたものであり、よかった。 
 全国からの PT が参加するということで、（教材の）準備が少し心配であったが、問題なくでき

た。3 回めがあるとしても問題なくできそうである。（Chief PT） 
 TOT の内容については、大学の講義で受けたこともあり知っている。Refreshing としてよい内

容だと思う。（Dr） 
 PT 向けの TOT であり自分は参加していないが、準備の段階で看護関係の部分でインプットし

た。（Sister） 
 かかわっていない。（MSW） 
 
2．TOT の効果 
 研修受講後の PT は知識が増加した。講義の内容はこれまで知らないことが多かった。以前は、

新しい技術に関して情報交換する機会が特になかったということもある。Physical treatment
が向上した。その例として、車いすへの乗降り、運転の指導。 

 患者の評価がうまくなった。P&O から見て、PT から提示される患者の情報が以前より詳しく

なり、作業がし易くなっている。 
 OT 的作業は以前はなかったが、今は、患者に合わせて、食べ方や書き方等について対応して

いる。 
 PT の記録の仕方を見習って（見よう見まねで）、尿の管理の記録を工夫している。以前より正

確に管理できるようになった。 
 MSW から見て、PT のやっていることは専門的にはわからないが、例えば、患者を職業訓練に

リファーするにあたり、患者の状態（握力の強さ、はさみが持てるかどうか等）についての PT
からの回答が詳しくなった。 

 患者の退院時の記録を読むと、満足度が上がっていることがうかがえる。 
 
3．プロジェクト活動 
 HRD メンバーとして、また他のスタッフもプロジェクト活動により以前なかった仕事が増えた

のは確かであるが、重荷とは感じていない。しかし、時間が足りないと思う。家で仕事をする

こともある。 
 
4．チームアプローチ 
 カルテを共有することにより、判断材料がより詳しくなり、間違いが減った。（Dr） 
 かつては自分で記録したものを自分で使うものであったが、今は 1 つのファイルになっている。

すぐに参照できるものがある。 
 SCI の TOT 後に、SCI 患者については、カルテシステムを作った。金曜日に記入したものを、

月曜の回診に活用している。現在は SCI だけだが、CP についても同様に取り組みたいと考え

ている。また、SCI 以外の症例も、記録を改良していないわけではなく、各種フォーマットは

改良したものもある。 
 
5． TOT 以外の部分の普及 
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 カルテシステムやリスクマネジメントシステムについては、病院それぞれに進め方があり、ま

た、体制も違う（P&O がいない病院等）。全く同じものを伝えるのがよいわけではない。 
 TOT 研修を通じて研修を行おうとしても、その TOT が病院でどの程度動けるか、上司がそれ

をよしとするか、どうかで異なる。 
 しかし、全く不可能ではなく、YGH は既に似たような記録システムをもっており、Dr と PT が

ともに回診している。 
 
6．リファーラル 
 （退院後のリファーラルがもっとスムーズにいくためにはどうしたらよいか?）→職業訓練の活

動をもつ NGO の組織の数、受け入れ定員の数が増えるといい。また、車いすの数が増えると

よい。また、例えば、受け入れを待つ患者のために、NRH に職業訓練の講師が来て指導が受け

られるとよい。 
 MSW だけの情報共有の機会はある。ただし、他病院の MSW は病院全体の MSW であり、リハ

の MSW というわけではない。ヤンゴンの MSW は 15 名で、毎月の最終木曜に定例会議（評価

会議）があるが、自分は NRH での評価会議があるので（MS もそちらに出るように指示するの

で）、最近はほとんど出席していない。 
 
7．その他 
 自分の目で日本のリハに関する技術を見て、業務に適用できるのは価値がある。 
 P&O 部門では、自分は海外で訓練を受けたが、スタッフは OJT の機会しかない。仕事が多す

ぎて、theoretical knowledge が入らない状況ということもある。PT のように研修の機会がある

とよい。 
 リハ病院では、他の病院に比べて、患者が死亡する危険があるケースは少ない。が、たまにあ

る。ECG が供与されたのは大変助かっている。X-ray もあるとよい。 
その他  
*所感 
 「5．TOT 以外の部分の普及」に関しては、特に決まったものがあるような印象はなく、それ

ぞれが自分の意見・感想を述べているようであった。 
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日時 2011 年 9 月 30 日（木）13:20～13:45 
場所 NRH 
ヒアリング相手 Myo Heen Khart（患者）、ティン・ティン・ヌェ（患者の母親） 
記録（野口）  
1．Myo Heen Khart 君 
 7 歳。小学校には行っていない。座位を保つことができないので小学校には行けないだろうと

思っていた。 
 マンダレーのバガン近くの村に住んでいる。 
 家族は 5 人。他に、夫（まあ協力的）、長男（13 歳で僧侶見習い）、二男（10 歳、小学校）。 
 
2．入院 
 2011 年 5 月、近所でポリオワクチン接種の機会があった。接種は 5 歳までだと聞いていたが、

7 歳でも効果はあるのではないかと思い、連れて行った。それまで、わが子はポリオだと思っ

ていたが、その場で、ポリオではないと言われ、NRH を紹介された。NRH のことは知らなか

った。 
 それ以前は、リハ関係の機関にはどこにも連れて行ったことはない。 
 MRH までの交通費は自費。入院後の食費は無料になっている。 
 8 月 4 日から入院。退院することになっていたが、発熱し、結核の疑いがあるということで他

クリニックで検査を受けるように言われ、受けた。費用は医者からの寄付で支払った。結核で

はないだろうということだが、抗生物質を処方され、10 日後に再度受診することになっている。

それで問題がなければ、自宅に帰る。 
 

 入院中はリハビリと服薬（自費）。リハビリをした結果、これまで座れなかったが、それができ

るようになった。また手はいつも握った状態であったが、指が開いた状態にもなるようになっ

た。 
 NRH では、こういう道具があるとこういうことができる、ということがわかり、よかった。 
 ペンを持たせると何かを書きたいような態度を見せたり、自分の言うことがわかっているよう

な態度を見せることができるようになった。 
 変化を自分の目で見ることができ、嬉しい。生活面も含め、NRH のサービスには大変満足して

いる。 
 

3．退院後 
 バギーが欲しいが、それを買うお金がないので心配している。 
 小学校には座れないから行かせてなかったが、今後はわからない。（←行かせたい、とは言わな

かった：野口） 
 
4．その他 
 以前、デング熱でタウンシップの病院に連れて行ったことはあるが、NRH のような病院につい

ては紹介されなかった。医者が知らなかったのか、それとも行くのが難しいと思ったから紹介

してくれなかったのかは、わからない。 
その他  
*通訳からの情報 
 「4．その他」に関しては、医者は費用面も考えて、NRH を紹介しなかったのではないかと自

分は思う、とのこと。ミャンマーではそういうふうに慮ることもある。 
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日時 2011 年 9 月 30 日（木）13:50～14:20 
場所 NRH 
ヒアリング相手 Tin Soe Myiet（患者）、モン・モン・トン（介助者） 
記録（野口）  
1． 入院 
 ある晩熱が出て倒れた。その際に首の骨を折り、手術を受けた後、NRH に来た。手術を受けた

病院から NRH を紹介されたわけでなく、自分の親戚（Dr）のアドバイスで NRH に来た。 
 入院は 2010 年 11 月から。 
 入院後、リハビリをして、以前は全身が動かなかったが、今は胸から上と腕が動くようになっ

た。指はまだ。リハビリの効果だと思う。 
 自分の経験でも、他の人を見ていても、指示どおりにやっていれば動けるようになるというの

がわかるので、NRH のリハビリには満足している。NRH に角度を変えられるベッドを 2 台寄

付したが、もう少しあるとよいかな、というくらいで、不満なことはない。 
 入院生活も不便なことはない。食事は、自分はヤンゴン出身なので、無料の食事を食べること

で他の人の分が減るのに遠慮して、外から弁当を買っている（1 食 1,500 チャット）。介助者の

食費も払っている。 
 リハビリ時間以外は、体が動かないこともあり、瞑想している。 
 
2．退院に向けて 
 歩けるようになるまでは狙っていない。車いすに乗れるようになったら一旦やめて退院したい。

その後のことはそれから考えたい。 
 
3．介助者について 
 2 月から今の介助者。2 人目。親戚ではない。 
その他  
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